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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成３１年第１回美幌町議会定例会、第

１１日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、５番稲垣淳一さん、６番戸

澤義典さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第 ９ 号から 

      議案第２０号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

９号美幌町職員の自己啓発等休業に関する

条例の一部を改正する条例制定についてか

ら議案第２０号平成３１年度美幌町病院事

業会計予算についてまでの１２件を議題と

いたします。 

 第１０日目に引き続き、質疑を行いま

す。 

 議案第１３号平成３１年度美幌町一般会

計予算についての質疑を行います。 

 昨日に引き続き、担当部局ごと、事項別

明細書の款及び項ごとに進めたいと思いま

す。 

 なお、予算書の第２表、債務負担行為及

び第３表、地方債に対し質疑する場合は、

それに対応する事項別明細書の項の中で質

疑をお願いいたします。 

 ２款総務費のうち、５項統計調査費、２

目地籍調査費、１０４ページから１０７ペ

ージまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、２款総務費を終わります。 

 次に、８款土木費、１項土木管理費、１

６６ページから１６７ページまでの質疑を

許します。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） １６７ページの道

路橋梁維持管理事業の修繕料３,２２５万

４,０００円の内容について御説明をお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 御質問の

修繕内容でありますが、街路灯支柱等の修

繕で５０万円、舗装修繕で３００万円、道

路修繕で３００万円、車検を含む車両修繕

で６４０万４,０００円、５３９号旭小学校

西側歩道内の雨水マンホール、コンクリー

トぶたを鉄ぶたに交換する修繕で９５万

円、３２２号道路、旧宝里商店から国道３

９号までの間の道路のくぼみ修繕で７０万

円、津別に向かう広域農道、９号道路の高

欄、のり面、植生ブロック修繕、３４０号

道路、青山北坂田様宅南西側舗装隆起修

繕、１０７号道路、東雲通交差点から学園

通までの歩道縁石修繕、４３８号、４３９

号の美園団地内の路盤凍上防止修繕の５路



 

－ 242 － 

線で、道路修繕５００万円、１１９号道

路、あけぼの通道路排水修繕で４８０万

円、３４４号道路、青山北のヘアーハウス

ピット様東側道路排水及び歩道修繕で１２

０万円、２９号道路、豊幌寺本様宅と栗原

様宅の間の道路排水修繕で１９０万円、５

８４号道路、美禽グリーンヒルズ内の雨水

ます、歩道修繕で３４０万円、国道３９号

から道道北見端野－美幌線に抜ける２４号

道路、豊岡線中谷様宅入り口から中橋様宅

入り口までの間の舗装修繕で１４０万円が

修繕内容となっております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 例年、４月から５

月にかけて冬期間の凍結などの影響で舗装

の破損とか雨水ますなどの沈みが町内の随

所で見られるわけであります。 

 車の通行などで非常に危険を伴う場合が

あるということで、町民の方からもそうい

う声をお聞きしていると思いますけれど

も、この点についての考え方をお伺いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 道路の破

損状況なども含めて、議員のおっしゃると

おり、住民の方からの苦情、要望などもあ

りますので、随時状況を確認しながら通行

に支障のないように補修をしております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 町民への周知、あ

るいは町民からの情報の提供を求めるなど

の対策が必要ではないかと考えるところで

ありますけれども、この点についてお伺い

します。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 住民の方

からも情報提供は随時いただいているとこ

ろでありますけれども、そのほかに郵便局

員の配達途中で道路の破損等を見つけてい

ただいて、そういった状況も含めて報告い

ただいているところであります。 

○議長（大原 昇君） １項土木管理費に

ついて、ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項土木

管理費を終わります。 

 次に、２項道路橋梁費、１６６ページか

ら１７１ページまでの質疑を許します。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） １６７ページ、道

路橋梁維持管理事業、修繕料３,２２５万

４,０００円の業者選定について教えていた

だきます。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 御質問の

業者選定につきましては、地方自治法、同

法施行令及び美幌町財務規則に基づく金額

要件などにより、施工可能な業者による随

意契約または指名委員会により業者を選考

する指名競争入札になると思われます。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） その業者選定の中

で、優先として町内業者を考えておられる

のか、また、この修繕料の事業の時期等を

教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） お尋ねの

業者の選定についてでありますが、ただい

ま施設管理主幹からも説明させていただい

たとおり、基本的に、町内で施工可能な事

業者を基本として、発注予定金額に応じて

随意契約や指名競争入札をとり行うことを

基本として考えてございます。 

 発注時期については、施設管理主幹から

答弁させていただきます。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 路盤の状

況等も含めていろいろ考慮することもあろ
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うかと思いますけれども、早い段階で発注

をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） １６９ページ、道

路照明・標識調査業務委託料８００万円の

業者選定について教えていただきます。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 御質問の御回

答をいたします。 

 道路照明・標識調査業務委託の業者選定

につきましてでありますが、地方自治法及

び地方自治法施行令に基づき、指名委員会

での協議により、本町に格付登録のある業

者の指名競争入札になるのではないかと思

われます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項土木

管理費、２項道路橋梁費を終わります。 

 次に、３項河川費、１７０ページから１

７３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、３項河川費を終わります。 

 次に、４項都市計画費、１７２ページか

ら１７５ページまでの質疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） １７３ページの道

路案内標識修正業務委託料１７６万７,００

０円の修正箇所及び内容について御説明を

お願いします。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 御質問の道路

案内標識修正業務委託の修正箇所及び内容

についてでありますが、配付済みの資料に

沿って御説明させていただきたいと思いま

す。 

 現在設置されている１６基の道路案内標

識の表記を修正するもので、添架型が４

基、Ｆ型１２基の修正等について行うもの

でございます。 

 図面の位置につきましては、図面上部に

示している緑色の部分ですが、国道３９号

沿線新町地区の添架型標識４基の表記修正

と英語表記でございます。 

 図面左側の青色のところですけれども、

旭通と国道２４０号交差点から大正橋に向

かっての旭通沿い及び公園通のＦ型標識７

基の表記修正と英語表記でございます。 

 続きまして、図面右側の国道２４３号線

沿線、東雲通から学園通までのＦ型標識４

基の表記修正及び英語表記でございます。 

 最後に、図面下側になります。 

 豊幌地区のＦ型標識にごみ処理場の表記

追加を行うものでございます。 

 これで１６基の修正業務を行う予定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 設置箇所や内容は

わかりました。 

 Ｆ型の中で施設名の修正５基と書いてあ

りますが、これは具体的にどの位置にある

標識を、どの施設の名称をどういうふうに

変更するのかということについて説明いた

だきたいと思います。また、行き先表記修

正１基というのは、先ほど説明した豊幌の

ごみ処分場に係るところの説明ということ

でいいですか。その説明をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） まず、新町地

区、国道３９号線の４基の添架型の標識に

つきましては、国道のほうでＦ型の標識が

施設名を表示している関係上、その道路施

設についている補助看板に、現在、美幌駅

観光案内所という表記が両方表記されてい

ます。ただし、国道の標識のほうに美幌駅

の案内表示がされているものですから、観
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光案内所という表記を今の板の大きさの中

で少し大き目にできるということで、案内

所の表記と、これに伴って英語の表記を行

うものでございます。 

 Ｆ型につきましては、現在、新町地区に

ついているＦ型標識に美幌峠という補助標

識がついております。その美幌峠の下に英

語表記を行うものでございます。現在、ｔ

ｏｇｅという表記になっておりますが、そ

れをＰａｓｓという表記に変えるものでご

ざいます。 

 それから、図面の左側、先ほどお話しし

た旭通沿線上の大正橋に向かっての標識で

ございます。具体的には、柏ヶ丘公園野球

場、これは現在野球場という表記になって

おります。その部分を柏ヶ丘公園野球場と

霊園という表記に変更し、美幌峠という表

記もｔｏｇｅになっておりますので、これ

も統一してＰａｓｓという表現に変えま

す。また、駅については、Ｂｉｈｏｒｏ s

ｔａｔｉｏｎという表記に変更することを

考えております。 

 先ほどの登栄のごみ処理場のほうにつき

ましては、現在、登栄という表記になって

おりますが、これを登栄ごみ処理場という

表記に変更いたします。 

 以上、そのようなことで考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ローマ字表記から

英語表記ということで、これは国道、道

道、町道ということでそれぞれ所管が違っ

てまいりますけれども、私は看板の記憶は

余りないのですが、今、全て英語表記とい

うか、ローマ字表記から、例えば美幌峠を

ｔｏｇｅからＰａｓｓと英語表記にすると

いうことで、特に国道関係は全てそういう

ふうに表記を統一して整備されているので

しょうか。 

 その辺の情報がわかればお願いします。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 現在、国道の

Ｆ型の標識があります。これにつきまして

も、北海道開発局と打ち合わせをいたしま

して、美幌町で表記修正を行う内容に合わ

せて、随時、表記の修正をしていただける

というお話をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 同じく１７３ペー

ジの道路案内標識修正業務委託料１７６万

７,０００円の業者選定について教えていた

だきます。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 御質問にお答

えいたします。 

 道路案内標識修正業務委託の業者選定に

つきましては、地方自治法及び地方自治法

施行令に基づき、指名委員会での協議によ

り、本町に格付登録のある業者の指名競争

入札になると思われます。 

 以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） その中で、この看

板の類いの業者は、美幌町に該当する業者

があろうかと思いますけれども、そのよう

なところを最優先と言ったらおかしいので

すけれども、そういう業者で対応できると

いうことを把握しているのか、教えていた

だきます。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） お答えい

たします。 

 本表記の変更につきましても、見積もり

等を町内の業者からいただいております

し、ただいま建設主幹が答弁したとおり、

実際の選定に当たっては指名委員会での協

議になりますが、先ほど御答弁させていた

だいたとおり、町内業者を基本にというこ

とで考えておりますので、よろしくお願い
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したいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） １７３ページの公

園維持管理事業、修繕料１,６６５万円の内

容、詳細についてお知らせいただきます。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 御質問の

修繕内容及び主な修繕箇所についてであり

ますが、公園トイレ、水道施設などの小破

修繕で１１５万円、しらかば公園のブラン

コ及び滑り台の撤去、わかば公園のブラン

コ撤去、みつはしふれあい公園の複合遊具

の補修、みなみまち公園の鉄棒撤去及び砂

の補充、せせらぎ公園のベンチ及びあずま

やの補修、みその公園のフェンス補修で５

６０万円、平成３０年度から引き続きにな

りますが、せせらぎ公園の木製階段の中間

踊り場で１０メートル、階段で１４メート

ルの計２４メートルの修繕で９９０万円、

以上が修繕内容、修繕箇所となっておりま

す。 

 なお、ブランコ、滑り台の撤去につきま

しては、平成３０年度実施の公園遊具点検

結果に基づき、撤去するものであります。 

 以上であります。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ただいまの説明の

せせらぎ公園の階段の修繕は２カ年目です

けれども、計画では３カ年でしたか。何年

事業だったのかだけ確認させてください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 計画では

３年計画でありますけれども、現実的に

は、現在、全体の延長で、せせらぎ公園の

木製階段等の延長は２４３.９メートルあり

まして、平成３０年度、今年度ですが、実

施したのが４４.４メートル、次年度の実施

予定が、先ほども申しましたように２４メ

ートルで、１７５.５メートルが残りますの

で、現実的には３カ年ではなかなか難しい

のかなと考えております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） １７３ページの公

園樹木剪定業務委託料１８５万円の剪定箇

所について御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 御質問にお答

えいたします。 

 公園樹木剪定業務委託料の剪定箇所につ

きましては、なかまち緑道、せせらぎ公

園、しらかば公園、ひがしまち公園の樹木

の剪定を行うものでございます。 

 公園の樹木が大きくなり、利用者から暗

い、鬱蒼としているという声があり、ま

た、強風などで老化した枝などが折れたり

と、利用者や隣接住宅への影響も懸念さ

れ、利用者の安全確保や樹木管理のため、

剪定を実施するものでございます。 

 実施箇所につきましては、なかまち緑

道、国道２４０号から公園通の間の樹木の

剪定及び間引きでございます。せせらぎ公

園につきましては、せせらぎ橋上流から３

３線南側の樹木の剪定、間引きでございま

す。しらかば公園につきましては、公園内

全域の剪定でございます。ひがしまち公園

につきましては、南側遊具付近の樹木の剪

定でございます。 

 それらを予定しているところでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 剪定を行うわけで

ございますけれども、ところどころに枯れ

かけたような木が見受けられるのですが、

その点についての考え方をお伺いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 予定をしてい

る区間の中で、老木につきましても、剪定
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とか間引きとか、必要に応じて伐採という

ことも出てくればしていくような考えを持

っております。 

 以上ございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４項都市

計画費を終わります。 

 次に、５項住宅費、１７４ページから１

７７ページまでの質疑を許します。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） １７５ページでご

ざいます。 

 公営住宅管理事業、修繕料の２,４５６万

７,０００円の内容について御説明をお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） 御質問の公営

住宅管理事業、修繕料の積算については、

過去の実績を考慮して、町営住宅分は住戸

内部修繕が７００万円、電気設備修繕が８

０万円、給排水修繕が２００万円、屋根板

金修繕が５０万円、火災報知機取りかえ修

繕が１,１２６万７,０００円、外構等その

他修繕が９９万６,０００円、このほか、道

営住宅分が２００万４,０００円を見込んで

おります。 

 以上であります。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） １点だけお伺いし

ます。 

 修繕内容の中で火災警報器取りかえ修繕

ですか、１,１２６万７,０００円と金額が

結構多いわけでございますけれども、その

内容についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） 御質問の火災

報知機取りかえ修繕の内容についてであり

ますけれども、これは、平成１７年に消防

法改正があり、施行については平成１８年

からですが、これに伴って火災報知機の設

置が義務づけられたため、公営住宅につい

ては平成２１年度に設置をしております。 

 設置の細部については美幌・津別広域事

務組合の火災予防条例に規定されておりま

すけれども、これに基づき、公営住宅につ

いては寝室に設置をしております。 

 当時は、煙式、光電式のリチウム電池の

寿命１０年という報知機を設置しておりま

すので、設置から１０年を経過していると

いうことで、平成３１年度において、借り

上げを除く町営住宅に、個数としましては

１,５８８個、住戸の中で３ＬＤＫについて

は３個、それ以外の部屋については２個と

いうことで設置を予定しております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 同じく１７５ペー

ジの修繕料２,４５６万７,０００円のとこ

ろなのですけれども、道営住宅分の２００

万４,０００円の内容を教えてください。 

 また、修繕の中に給排水修繕２００万円

とありますけれども、この修繕の中で事故

が多いのが給排水だろうと思うのです。自

分の商売柄、そういう苦情というか、事故

というか、住民自身の不注意で詰まるとい

うのは仕方がないと思うのでしょうけれど

も、経年劣化で排水が詰まって不具合が起

きるということも多々見られるものですか

ら、その修繕の周期をどう捉えているの

か。先ほど、今までの実績からという説明

がありましたけれども、同じ実績でも頻度

の高いものと頻度の低いものがあると思う

のですが、そういうことをどう考えている

のか、教えてください。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） ただいまの質

問ですけれども、まず初めに、道営住宅の

修繕の内訳については、２００万４,０００
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円の内訳として、住戸内の一般修繕が１４

５万４,０００円、電気設備が２５万円、給

排水設備が２０万円、その他が１０万円と

見込んで計上しております。 

 次に、給排水関係の経年劣化等、それら

への対応と考え方についてでありますけれ

ども、公営住宅については、建設から相当

経過しているということで、耐用年数を既

に過ぎている美園、美英、そのほか、耐用

年数の半分を超えた仲町や三橋南がありま

す。 

 排水管の関係については、老朽化してい

るということで、年次計画で排水管の洗浄

を委託料のほうで委託事業として組んで、

最近でいいますと美富団地から三橋南、現

在は南団地のほうへと年次で排水管の洗浄

をしてきております。 

 ただ、そういったことをしても、入居者

の方の管理について、補完義務ということ

もあり、うちからも入居当初、その後につ

いても機会があるごとに喚起の部分も含め

て清掃等の周知をしているところですけれ

ども、これら排水管の修繕というのは、件

数的に見ますと、平成２９年度の数字でも

全体の件数が２４０件ほどあり、その３割

を超える８０件ほどが給排水の修繕という

ことで、こういう内容から見てもかなり老

朽化は進んでいるということであります。 

 今後においては、公営住宅の長寿命化計

画の中で建てかえ等の計画もしております

し、排水管の洗浄についても、必要であれ

ば今後も継続して実施していく考えです。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、８款土木

費を終わります。 

 次に、９款消防費、１７８ページから１

７９ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、９款消防費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、午前１０時５０分といたしま

す。 

午前１０時４０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、平成３１年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 次に、１０款教育費、１項教育総務費、

１８０ページから１８５ページまでの質疑

を許します。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） １８１ページでご

ざいます。 

 美幌高等学校教育支援事業補助金の４６

５万４,０００円の積算内容及び事業内容に

ついて御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 美幌高等学校教育支援事業補助金４６５

万４,０００円の積算内容及び事業の内訳に

ついてでございますが、資料で御説明をさ

せていただきます。 

 まず、目的につきましては、美幌高等学

校の生徒確保及び間口対策を行うために、

現在報徳寮に入寮している生徒及び今後道

内外から入学する生徒への寮の確保、道内

外中学校へのＰＲ活動を継続するととも

に、新たに生徒の学習環境支援と学校の魅

力発信に係る事業を支援するものでありま

す。 

 まず、一つ目として、寄宿舎運営費補助

２５４万３,０００円について御説明をさせ

ていただきます。 

 補助基準といたしまして、記載の３項目

を基準としております。 

 一つ目として、入寮者の寮費１人当たり
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月額５万円の寮費から運営費や食費等を除

いた不足額を補助するものであります。 

 二つ目として、入寮者が６名以上いる場

合に限り、補助するものであります。 

 平成３１年度につきましては、新２年生

となる現在の入寮者が４名、新１年生とな

る入学予定者のうち、町外在住の３名につ

いて入寮することが想定されておりますの

で、７名を予定しております。 

 三つ目として、補助金額は年額２５４万

３,０００円を限度としておりますが、６名

が入寮している収支不足額を上限として設

定しているもので、資料に記載いたしまし

た入寮者が増加した場合は補助金額が減少

することとなります。 

 また、実際の補助金額につきましては、

補助金精算に伴い、不足額が出た場合には

限度額、余剰が出た場合には精算により返

還していただくことになります。 

 続きまして、二つ目の進路対策補助５７

万１,０００円についてでございます。 

 資料に記載しておりますとおり、４項目

から成るＰＲ活動経費に係る支援を予定し

ております。 

 一つ目のポスター製作費につきまして

は、２００枚、８万６,４００円で、この項

目につきましては継続支援であります。 

 二つ目の学校紹介パンフレット作製費に

つきましては、３００枚、３万８,８８０円

で、これにつきましても継続支援でありま

す。 

 三つ目の広告掲載につきましては、平成

３０年度は４段掛ける１２.５センチメート

ルのサイズのものを３回掲載することで予

算組みをしておりましたが、美幌高校教育

振興対策協議会等の御意見を踏まえまし

て、新聞の半面である１２段掛ける２５セ

ンチメートルで１回、生徒募集の掲載をす

ることで拡充しております。１回３６万２,

８８０円でございます。 

 続きまして、四つ目の学校ＰＲチラシ製

作費につきましては、中学校の進路決定時

期の９月、１０月、１１月の３回、町内及

び近隣の中学校に対して学校説明会や卒業

生の進路実績等をお知らせし、学校のＰＲ

を行うものです。３回計で８万２,０００

円、新規の支援であります。 

 次に、三つ目として、学習環境整備補助

５４万円について御説明いたします。 

 学習環境整備補助につきましては、昨

年、町内の中学生及び保護者に対してアン

ケートを行ったところ、国立大学や私立大

学、各種進学先に進むことができる学校と

の要望が多く寄せられたことから、特進コ

ース等の生徒に対して、オンライン授業で

自宅学習ができる環境を整備し、支援をす

るものであります。特進コースの３学年で

６０人、各学年約２０人ということであり

ますが、それで５４万円、こちらについて

は新規の支援です。 

 四つ目として、魅力発信事業補助１００

万円について御説明をいたします。 

 魅力発信事業補助につきましては、平成

３０年度まちづくり参画プロジェクト補助

金として、美幌高校が農産加工や小中学校

の食育交流、町内飲食店の活性化などの取

り組みを行い、地域おこしや地域の魅力づ

くりに取り組んでいた事業であります。 

 平成３１年度以降につきましては、魅力

発信事業補助として、美幌高校の人材育成

と魅力づくりに関する各種取り組みを行

い、学校のＰＲと生徒募集につながる取り

組みを継続実施するものであります。 

 平成３１年度の主な事業につきまして

は、記載の７項目に取り組むこととしてお

り、販売会への旅費や各種消耗品、また、

検査やフリーズドライ等の手数料などの経

費として１００万円が予定されておりま

す。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

 失礼いたしました。資料の訂正をさせて

いただきたいと思います。 

 ２の進路対策補助の④学校ＰＲチラシ製
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作費のうち、１０月、１１月の次に１回と

記載をしておりますが、２回が正しい記載

になりますので、訂正をよろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） １点だけお伺いし

ます。 

 新年度から７名の入寮生ということです

けれども、その地域別といいますか、入寮

生の出身はどちらのほうですか。 

 その点について、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 御質問に

お答えをいたします。 

 現状ということで、確定しているわけで

はございませんので、そこを御承知おきい

ただきたいと思いますけれども、阿寒湖の

ほうの生徒が２名ほど、清里町の生徒が１

名ほどということで、地域的にも通学が不

可能な地域でありますので、入寮が想定さ

れている状況です。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 入寮者の内訳

でございますが、新年度につきましては、

ただいま学校教育主幹が答弁したとおりで

ございます。現在入寮している４名につき

ましては、北見市と佐呂間町となっており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 新規の取り組みな

どを含めて、協議会と十分協議しながらこ

ういう支援をされるということで、美幌高

校そのものの存続が本当に危ぶまれるよう

な状況にありますので、そういった意味で

は新しい取り組みは評価したいと思いま

す。 

 そこで、学習環境整備補助をもう少し詳

しく説明していただきたいと思います。 

 自宅学習の環境整備を図るということ

で、オンラインということですから、特進

コースの生徒が、自宅に帰って自分の進学

のために、いろいろな科目がありますが、

この中から選んだものを自宅で勉強するた

めの費用として９,０００円ということで、

実際にオンラインで勉強する場合に、１０

分の１０の補助ということですから９,００

０円ですが、もうちょっとかかるという感

じがします。１人９,０００円というのは費

用的にすごく安いのではないかと思うので

す。 

 例えば、自分で好きな教科を選んで勉強

することがこの助成で十分できるというこ

とで理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えしたいと思います。 

 オンライン授業の自宅学習に係る御質問

でございますが、基本的に学校単位で取り

組むものということで、学校の進路指導の

先生等が、進学先に合わせて、５教科１８

科目４万本の中から必要な教科を選定し

て、それぞれ授業に取り組むよう指示をし

ながら、自宅学習に取り組むというのが基

本です。 

 授業の閲覧状況につきましても、指導し

ている先生方による管理ができますし、授

業をしながら、定期試験も年２回行われる

というふうにお聞きしております。また、

宿題等の配信、連絡ということもできると

いうふうにお聞きしております。 

 実施の仕方でありますけれども、特に機

器を必要としておりませんので、各自宅の

パソコンでもできますし、今の時代はスマ

ホでもいつでも見ることができるという状

況の中で、先生につきましては、履修状況

を管理し、それぞれの進みぐあいを見なが

ら指導することができるという内容になっ

ております。 

 最後に、９,０００円という金額でござい

ますけれども、通常、個人ごとで取り組む

場合には月９８０円という単価になってご
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ざいますけれども、学校単位で取り組む場

合には年額９,０００円という金額になって

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 学校単位でやるこ

とで、年間９,０００円と安くなるというこ

とはわかりました。 

 今の説明ですと、進学を希望する生徒が

１８科目の中から、先生と相談してどうい

うものを学習したいかということを選んだ

ら、その科目にかかわらず、定額で利用で

きるという理解でよろしいのですね。 

 もう一つ、こういう特進コースの同じよ

うな支援のために、この近隣、振興局管内

ぐらいで同様の支援をしているような学校

がございましたら、わかる範囲内でお答え

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 御質問に

お答えしたいと思います。 

 紋別市におきましては、全学年で取り組

まれているとお聞きしております。遠軽高

校におきましては、希望する生徒で実施を

しているとお聞きしております。また、斜

里につきましても、取り組んでいるとお聞

きしております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 今と同じところ

ですけれども、３の学習環境整備補助で

す。これは、特進コースの生徒を対象にと

いうことですけれども、生産環境科学科は

ことしの入学者が多く、特進でなくても進

学する子などがいるので、これを広めるこ

とが可能なのか、それとも、ことしは特進

だけということなのか、今わかることがあ

ればお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 御質問に

お答えをいたします。 

 学校単位の申し込みの中で、一つの枠と

して申し込むことが必要だということで実

施業者からお聞きしておりまして、美幌高

校としては、特進コースを一つの単位とし

て申し込むというふうになってございま

す。 

 一つの単位で申し込むことによりまし

て、さらに、その他、希望のある生徒も取

り組めるというふうにお聞きをしておりま

すので、予算の範囲ということにはなりま

すが、他の学科の生徒が受講することもで

きるということで御理解をお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 特進に限らず、

高校を卒業して、いった先の学力になるべ

く差がつかないように、意欲ある子は、ど

の学科に進んでもこういう授業が受けられ

るようになればいいなというふうに私は考

えています。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） １８１ページの美

幌高校の件ですが、４番の魅力発信事業補

助についてお尋ねいたします。 

 １００万円ほどついておりますけれど

も、この７項目は、基本は農業系の分野に

対する補助金というふうに理解するのです

が、この７項目の中での予算配分の考え方

はどのようになっているのでしょうか。 

 例えば、１番なら１０万円、２番が１０

万円というように細かくなっているのか、

７項目全てで１００万円を与えて、それぞ

れ必要な分だけ渡していくのかというよう

な意味です。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 御質問に
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お答えいたします。 

 魅力発信事業補助１００万円の内訳につ

いてでございますが、今のところの予算額

ということで、旅費として８万６,０００

円、消耗品として４８万３,０００円、手数

料として３２万２,０００円、借り上げ料と

して６万円、諸費として４万９,０００円、

合わせて１００万円という内訳になってご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 改めて、魅力発信

事業について、その魅力発信事業という言

葉尻をつかまえて言うわけではないですけ

れども、美幌高校の魅力は、もちろん農業

系もありますし、難しいかもしれません

が、普通科は普通科でいろいろな美幌高校

ならではの環境があろうかと思います。こ

れは、普通科ではこういう事業になかなか

当てはまらないという考え方なのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ただいまの御

質問にお答えを申し上げます。 

 今、生徒確保が非常に厳しい状況にある

ということで、町のほうでもさまざまな支

援に取り組んでいるという状況です。 

 その中で、美幌高校自体も魅力づくりに

取り組んでいかなければならないというこ

とで、今回、魅力発信事業ということで農

業科に対する主な補助ということになって

おりますが、基本的には、美幌高校全体

で、普通科も含めまして魅力発信できるこ

とを考えていきたいと思っておりますの

で、平成３１年度につきましては農業系で

すが、今後、高校と話をしながら、どうい

うような魅力発信ができるのか、どういう

ような魅力づくりができるのかということ

を話して、進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 美幌高校の魅力を

高めるとか、間口の確保のための予算とい

うことを見据えて説明いただきました。 

 ここは町の議会なので、ふと、道議会の

教育関係では、それぞれの市町村に置かれ

ている道立高校に対してどんな取り組みを

しているのかという思いを持っています。 

 やはり、魅力を高めるためには、道立高

校なので、道の予算でしっかり取り組みを

していただくべきです。特に、対応する市

町村が限られた予算の中で道立高校の魅力

を高めるための予算を増額しなければなら

ぬというのは、不思議な気がするのです。 

 ある関係者によると、学区の生徒の間口

についても、ちょっとおかしいのではない

かという声もあるのです。 

 こんなことも含めて、今は執行権者が途

切れる時点ですから、ぜひお伝えいただき

たいと思うのですけれども、美幌町民にと

ってみれば、地元の高校がなくなるかどう

かということで、今回の進学者の率につい

て目を皿のようにしているということだけ

は申し上げたいと思います。 

 そこで、町の予算に関してですが、先ほ

ど説明がございました。これは、せっかく

町長も含めた美幌高校の振興協議会がつく

られて、町の全ての英知を結集しての議論

がされているさなかで、まだ完了していま

せん。とりあえず、当初予算の中ではこう

いう中身だということは承知をしたいと思

うのですが、協議会から出されている振興

策は、予算的あるいは施策的にはほぼ網羅

されたと考えてよろしいのでしょうか。 

 あるいは、現在進行形の協議会なので、

年度途中に新たな取り組みが必要だという

場合は、当然、補正などもされていくもの

と思うのですが、そういう弾力的な予算だ

ということで受けとめてよろしいでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 美幌高校の支

援、協議会に関する御質問でございます
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が、昨年の１０月にオール美幌の体制とい

うことで協議会を立ち上げまして、そのと

きの美幌高校の現状を分析しまして、町の

取り組み等について説明をさせていただい

たところであります。 

 その後、２回目の会議を１１月に開催い

たしまして、実際に進学をする生徒の保護

者を含めてのアンケート調査を行い、その

結果の報告等ということで、また２回目の

協議会の中で説明をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 その中でも委員からは、美幌高校の魅力

をもっと発信するべきとか、間違った認識

をされているので、こういうことをやって

いるという情報をもっと上手に発信するべ

きだというような御意見をいただきました

ので、今回、ＰＲをするということで、広

告掲載、それから、新たな学校ＰＲチラシ

の作製等を予算で計上させていただいたと

ころでございます。 

 平成３１年度の出願の状況につきまして

も、普通科で昨年の申し込みに対しまして

対前年比で１０名の減、生活環境科学科で

昨年よりは２名ふえている状況ですが、地

域資源応用科では２０名の大幅な減という

ことで、まだまだ厳しい状況にあると認識

しております。 

 協議会につきましては、これからも継続

中でございますので、今後につきまして

も、どういう形で出願者をふやすことがで

きるのかを含めまして、美幌高校も含めて

関係者と協議をして取り組んでまいりたい

と考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １８３ページの

学校教育振興事業、嘱託職員賃金１,１４４

万８,０００円、教育相談員、不登校問題相

談員、そして、指導主事の配置状況及び事

業内容、相談件数や効果についてお知らせ

ください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 教育専門相談員、不登校問題相談員、指

導主事の配置状況及び事業内容について御

説明をさせていただきます。 

 教育専門相談員、不登校問題相談員につ

きましては、スポーツセンターに不登校児

童生徒に対する支援を行うため、サテライ

ト教室を開設しておりますので、そちらに

籍を置いてございます。また、指導主事に

つきましては、教育委員会事務局に１名を

配置してございます。 

 次に、教育専門相談員、不登校問題相談

員の業務内容について御説明をさせていた

だきます。 

 教育専門相談員、不登校問題相談員につ

きましては、資料に記載されております各

項目が主な取り組みとなってございます。 

 また、効果につきましては、不登校児童

生徒及び保護者への支援と学校復帰への各

種支援でございます。 

 平成２９年度の実績と３０年度の取り組

みにつきましては記載のとおりでございま

すので、お目通しをよろしくお願いいたし

ます。 

 美幌町内における３０日以上の不登校児

童につきましては、ここ数年、横ばい傾向

となってございます。近年の児童生徒を取

り巻く環境が複雑多岐にわたる状況から、

相談員の配置と取り組みが効果を発揮し

て、横ばいの状況であるというふうに認識

してございます。 

 次に、指導主事の業務内容について御説

明いたします。 

 指導主事につきましては、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第１９条に配

置が規定されてございます。その業務の内

容につきましては、小中学校において、教

育課程及び学習指導、その他、学校教育に

関する専門的事項の指導を行うというふう
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にされてございます。 

 詳細につきましては記載のとおりです

が、校長、教頭との連携や、教員への指

導、また、次期学習指導要領への取り組み

など、学校運営が円滑に行われるよう、各

種の指導、助言を行ってございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 平成２９年度と

平成３０年度の人数を出していただきまし

たけれども、これは３０日以上ということ

で、例えば、平成２９年度は小学校１年か

ら中学３年までで何人いたのか、そして、

平成３０年度はまだ途中ですが、これだけ

ではちょっとわからないような気がするの

ですけれども、何人ぐらいを捉えているの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ３０日以

上の不登校児童生徒の状況についての御質

問でございます。 

 平成２９年度の３０日以上の不登校児童

生徒につきましては、小学校３年生で１

名、小学校６年生で２名、小学校合計で３

名です。中学校につきましては、中学校１

年生で３名、中学校２年生で６名、中学校

３年生で６名の計１５名、小中学校合計１

８名という状況です。 

 続きまして、平成３０年度につきまして

は、ただいま進行中ということもございま

して、各学年での捉えというところまでは

いっておりませんけれども、小学校で８

名、中学校で１５名の合計２３名という状

況でございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 平成２９年度が

１８名、３０年度は２３名ということです

けれども、ここ七、八年ぐらいは毎年３０

人ちょっとぐらいいたというふうに私は捉

えているのです。今、生徒数が減っていま

すので、割合的に考えれば、過去と余り変

わっていないのかなと思っています。 

 子供たちも複雑な社会になってきていま

すので、ここに取り組みで再登校した実績

なども書かれておりますので、これを参考

に今後も取り組んでもらいたいと思います

けれども、ここに書いてあるとおり、長期

欠席児童への家庭訪問というのは非常に大

切で、過去の先生などは、図書館からの本

を持っていって欠席児童のところへ置いて

くるなど、かなり足を運んでやっていただ

いたようです。 

 ぜひ、ゼロというわけにはいきませんけ

れども、この３人いらっしゃる先生方の連

携で、一日も早く実績を上げていただきた

いと思っています。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 予算書の１８３ペ

ージになります。 

 学校教育振興事業のうち、第９地区教科

用図書採択教育委員会協議会負担金６万４,

０００円について、協議会の設置目的と図

書採択方法について御説明願います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 教科用図書選択に係る採択地区と設置目

的について御説明させていただきます。 

 小中学校における教科用図書の採択につ

きましては、適切な採択を確保するため、

法律に基づき、北海道教育委員会におきま

して、道内で２３の地区に設置しておりま

す。オホーツク管内におきましては、第９

地区として１地区が設置をされておりま

す。その中に美幌町も所属してございま

す。 

 設置の目的につきましては、第９地区内
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の小中学校で使用する教科書を学習指導要

領の趣旨や地域の実態を踏まえて教科ごと

に１種決定するための協議を行うことを目

的に設置をされているものでございます。 

 続きまして、教科用図書採択に係る採択

方法について御説明させていただきます。 

 図書採択方法につきましては、先ほど述

べました第９地区教科用図書採択教育委員

会協議会におきまして、地区内の校長、教

頭、指導主事、また、学識経験者等から成

る調査委員会によりまして調査を行い、調

査結果及び北海道が設置する調査委員会で

の選定等も参考に教科の決定を行っており

ますが、最終的には、採択権者である美幌

町教育委員会が採択を実施しているもので

ございます。 

 各年度における採択の状況、内容につき

ましては記載のとおりでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 内容は理解いたし

ました。 

 第９地区の関係市町村というのは、オホ

ーツク管内ということで、その市町村につ

いて御説明願いたいということと、この協

議会は全体でどのぐらいの人数なのか、ま

た、その中で美幌町に関係する人数はどの

ぐらいなのか。個人名は出せないと思いま

すので、例えば、学識経験者だったら職業

がこういう関係の人がいるとか、美幌町に

関係している人数はどのぐらいなのか。 

 この２点について、再度お聞きします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをいたします。 

 オホーツク管内全ての市町村が加盟して

いるのかということでございますが、全て

の市町村による第９地区というふうに御理

解をいただきたいと思います。 

 続きまして、人数でございますが、協議

会委員が１８名、そして、調査委員会委員

が１２名という構成になっております。そ

の中で、美幌町の関係者ということでござ

いますが、調査委員会の中で、選定された

教員と、必要に応じて学識経験者等で依頼

が来る場合がございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 全体で１２名とい

うことで、その年度によって美幌町から参

加している人数は違う、例えば、学識経験

者は参加しないときもあるけれども、教員

は参加しているということですね。ちなみ

に、教員というのは何名ぐらい参加してい

るのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 本年につ

きましては、記載のとおり、道徳の教科書

採択に係る選定を行ってございましたの

で、小学校からは１名の方に依頼の連絡が

来まして参加している状況、また、学識経

験者といたしまして、図書館長に依頼があ

りましたので、館長が協議会に参加をして

いる状況でございます。 

 来年につきましては、小学校の教科用図

書ということで、道徳１科目ではございま

せんので、人数が何名になるか明確ではな

いところはありますが、当然ながら人数は

ふえるという状況にあろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） １８３ページ

の学校教育振興事業負担金３７万３,０００

円の事業内容についてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えさせていただきます。 

 学校教育振興事業負担金の事業内容につ

きまして御説明させていただきます。 

 学校教育振興事業負担金につきまして



 

－ 255 － 

は、町内の小中学校で行われる生活科と総

合的な学習の時間を実施するために必要な

消耗品、材料費、郵便料など、必要な経費

について負担金として支出しているもので

ございます。 

 積算に当たっては、各学校の学級数、児

童生徒数、また、学校要望などを考慮いた

しまして、負担金の配当を決定してござい

ます。 

 配当内訳につきましては、記載のとおり

であります。 

 また、平成３０年度の実績につきまして

は、資料を御確認いただきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 資料を見させ

ていただきまして、理解いたしました。 

 また、この中に健康教育というものが入

っていないのですが、ほかの市町村では、

がん教育として医療従事者からお話を伺う

などということを実施しているところもあ

ります。また、たばこなどに興味を持ち始

める子供たちにも、体に悪影響を及ぼすこ

とを教育することも大切ではないかと考え

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問でございますが、今回御説明させ

ていただきましたのは、総合的な学習の時

間の中での取り組みでございまして、先ほ

ど議員にお話をいただいた内容は、保健体

育の中で行っておりますし、町の保健師が

出向いて授業を行っているという状況もご

ざいますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） １８５ページの

学校保健事業、機械器具２６万４,０００

円、加湿器の設置箇所について御説明願い

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 加湿器の設置箇所につきましては、小中

学校の保健室に各１台を予定してございま

す。 

 保健室につきましては、インフルエンザ

が流行する冬期間におきまして、インフル

エンザに罹患した児童生徒が来訪すること

が多々ございます。また、現状では、冬期

間に大判の濡れタオルを設置して対策を行

っても、湿度が４０％に満たないというの

が現状でございます。 

 厚生労働省が示す感染症対策ガイドライ

ンでは適正湿度について６０％と示されて

おり、喉や気管支の防御機能を保ち、水分

によって菌の浮遊を防ぐことができるとい

うふうにされております。そのことから、

保健室の機能として、最低でも５０％以上

の湿度は保ちたいということを目的に、今

回設置することとさせていただいておりま

す。 

 また、今後におきましても、年次計画的

に普通教室等への設置に向けて検討してま

いりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 説明でわかりま

したけれども、保健室への設置ということ

で、冬期間は暖房が入りますので、どうし

ても湿度が低くなってしまうということか

ら、こういうことになったと思うのですけ

れども、実際に使われている教室も同じ状

況ではないかと思うのです。 

 夏場はいいのですけれども、冬場はどう

しても暖房を使いますので、加湿器がある

と湿度が保てるということから、本来なら

ば各教室に一つずつ設置されてもいいので

はないかというふうには思うのですが、各
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教室になると、とても金額が張りますの

で、例えば、小学校低学年、１年生あたり

は病気にもかかりやすいことも考えて、段

階的でもいいのですが、そういうところに

準備することも必要ではないかと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 今後の設

置予定ということでございます。 

 先ほど述べましたとおり、今後、普通教

室については、年次計画的に検討してまい

りたいということで、その中において、優

先度を判断し、予算部署と折衝しながら、

必要なところに優先的に設置されるように

計画をしたいと考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育総務費につい

て、ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項教育

総務費を終わります。 

 次に、２項小学校費、１８４ページから

１９１ページまでの質疑を許します。 

 なお、小学校費、中学校費で関連する同

一の質疑につきましては、一括で質疑を許

します。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） １８５ページ、小

学校管理事業、消耗品費８０６万２,０００

円の主な内容についてお知らせ願います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 消耗品費８０６万２,０００円の主な内訳

についてでございますが、資料で御説明を

させていただきます。 

 各小学校への扇風機の設置でございます

が、小学校の熱中症対策として、普通教

室、特別支援教室、体育館に、各教室に２

台、人数や状況を勘案しながらということ

になりますけれども、基本的には各２台の

扇風機を設置することとしております。 

 各教室の通気性を促進することで、児童

の体感温度を下げることにより、学習環境

の改善を図るものでございます。 

 台数につきましては、美幌小学校で３９

台、東陽小学校で３４台、旭小学校で２６

台を予定しており、合計で９９台、１８８

万３,０００円でございます。 

 次に、学校配当といたしまして、美幌小

学校に１９９万３,０００円、東陽小学校に

１５２万８,０００円、旭小学校に１５１万

３,０００円、合計で５０３万４,０００円

の予算を計上しております。 

 主な用途につきましては記載のとおりで

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、事務局執行分としまして、総務担

当が管理している予算でございますが、１

１４万５,０００円の予算を計上しておりま

す。 

 主な用途につきましては記載のとおりで

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 今の説明で、各小

学校に扇風機を設置ということですけれど

も、先ほどのお話では、換気をよくして、

風通しをよくして、気温を多少でも下げた

いということだろうと思うのですが、その

能力が十分にあるのか。 

 最近の夏は、猛烈な暑さが何週間か続く

ことが多くなっております。その意味で、

この機能で十分に足りるのか、ただつけて

いるだけということにならないか、その辺

のところを教えてください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをいたします。 

 各小中学校では、暑い時期については、

水筒の持ち込みについて許可しておりまし

て、小まめな水分補給を現状の中でも実施
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している状況でございます。さらに、平成

３１年度として扇風機を設置し、体感温度

を下げて学習環境を改善するということ

で、今回計画をさせていただいておりま

す。 

 そして、この後御説明いたしますけれど

も、保健室にエアコンを設置することによ

りまして、熱中症の予防と熱中症の対策を

総合的に実施することを予定してございま

すので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 扇風機の能力

の関係でございますが、扇風機につきまし

ては、一般家庭で使っている置き型の扇風

機を普通教室に設置したいと考えておりま

す。モーターにつきましては、静かな、音

が出ないモーターを使用するということ

で、消費電力につきましては２１ワットと

いうことです。 

 体育館につきましては、業務用で、家庭

用よりも力のある扇風機を置いて対策をと

りたいと考えているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 今と同じ質問だ

ったものですから、今の説明で十分理解い

たしました。 

 家庭用の扇風機で、２カ所設置するとい

うことですが、例えば、高学年になってく

ると、ある程度体力がついているので、扇

風機でも２台設置することによって、生ぬ

るい風かもしれないけれども、何もないよ

りはいいのかなと感じているところです。

ただ、低学年については、なかなか厳しい

状況もあるのかなという感じがいたしま

す。 

 そこで、例えば、低学年向けにエアコン

を徐々に考えていったらどうかというふう

に思うのです。 

 というのは、今、温暖化になってきて、

だんだん気温も高くなってきている中で、

北海道は一日の気温の差がかなりあります

ので、そこら辺の調整がなかなか難しいと

感じています。 

 そこで、今すぐとは言いませんけれど

も、段階的に、一つはクーラー、一つは扇

風機という感じで設置をしていったらどう

かという思いがあって、今回、質問をさせ

ていただきました。 

 初めて扇風機をつけるので、子供たちに

とっては、暑さをしのげるという意味では

いい環境になってきたと思っていますが、

そういう考え方があってもいいのではない

かという思いで質問させていただきまし

た。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） １８７ページでご

ざいます。 

 小学校管理事業の修繕料２,２８１万円の

主な修繕内容について御説明をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 修繕料２,２８１万円の主な修繕内容でご

ざいますが、まず、美幌小学校分として、

プール本体の床クラック補修として３０万

５,０００円、プレールーム床修繕として５

５万円、教室黒板交換修繕として３２万９,

０００円、電話設備更新修繕として２００

万円、体育館照明修繕として７３万円で

す。 

 続きまして、東陽小学校分ですが、プー

ル本体水漏れ修繕として８万６,０００円、

プール上屋シート取りかえ修繕として２２

万５,０００円、屋内消火栓修繕として１１

万９,０００円、教室黒板交換修繕として３

２万９,０００円、音楽教室床張りかえ修繕

として２５０万円、校舎煙突改修として３
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６１万３,０００円です。 

 次に、旭小学校分でございますが、プー

ル上屋シート取りかえ修繕として３０万９,

０００円、スポット型感知器修繕として５

万３,０００円、教室黒板交換修繕として３

２万９,０００円、屋外避難用階段修繕とし

て３１３万８,０００円、普通教室窓改修と

して９７万２,０００円、管理職住宅改修と

して３２２万３,０００円でございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 何点かお伺いしま

す。 

 まず、美幌小学校のプール本体床面クラ

ック補修は、どのような補修なのか、これ

が１点目です。それから、旭小学校の普通

教室窓改修は、どのような窓に改修される

のか。３点目が管理職住宅改修の内容につ

いてです。 

 以上の３点をお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、美幌小学校のプール本体床面クラ

ック補修につきましては、プール本体はＦ

ＲＰ素材でできておりますが、平成２年の

建築ということから劣化があります。ＦＲ

Ｐの劣化により、床面の一部で漏水してい

ることから、その補修を行うものでござい

ます。 

 補修の内容につきましては２カ所で、１

カ所につきましては７メートル、もう１カ

所につきましては４０センチメートルの水

漏れ箇所を補修するものでございます。 

 続きまして、旭小の窓の修繕でございま

す。 

 旭小の窓修繕につきましては、各教室に

現状設置されております転落防止バーが木

製であり、経年劣化によってささくれが発

生している状況から、児童の安全を確保す

るために改修をするものでございます。 

 改修箇所につきましては、普通教室７カ

所、特別支援学級が５カ所、特別教室が５

カ所となってございます。 

 続きまして、管理職住宅改修の内容でご

ざいますが、管理職住宅につきましては、

旭小学校の校舎同様、昭和５６年に建築さ

れ、３７年が経過してございます。 

 その中で、まずは教頭住宅につきまして

改修を予定しております。今の建物では湿

気が発生しており、健康面にも影響が及ぶ

状況にございます。また、浴室について

は、今の住宅環境からかけ離れている土間

づくりという状況もございまして、そちら

について改修をするということです。 

 改修の箇所としては、内側の壁と床の張

りかえ、裏口を塞ぐ、そして、お風呂とボ

イラー、これはユニットに交換するという

ことでございます。あとは、洗面台を設置

するということで予定してございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 今の教頭先生の住

宅は３７年が経過しているということです

けれども、屋根とか外壁はまだ大丈夫なの

かどうか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 御質問の

屋根と壁についてでございます。 

 一応、フルでリフォームをした場合には

１,０００万円以上の金額が必要となるとい

う計算が出てございますが、今後の学校運

営等によりまして、これから先、何年使用

するかという状況もございます。その中

で、現状、どうしても改修しなければなら

ないところについてのみ改修しようという

考えのもとで、この内容を平成３１年度に

実施することで考えてございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 
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 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） １点だけ、東陽小

学校の校舎煙突改修というのは、どういう

内容なのか、アスベストということなのか

どうか、確認したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 東陽小学

校の煙突の改修に関する御質問でございま

すが、議員のおっしゃるとおり、アスベス

ト対策といたしまして、現状が経過観察と

いうことになってございます。その煙突の

中から剝離状況を３カ月に１回程度、定期

的に点検をしておりまして、根本的な対策

として、現有の煙突の塞ぎ込みと、給湯用

のボイラーの煙突を新設するという内容で

平成３１年度実施するものでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） １８７ページ、関

連で１９１ページのエアコン設置委託料、

小学校、中学校両方の積算の内訳等につい

てお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 小中学校のエアコンの設置に係る委託料

につきましては、先ほど扇風機の設置でも

御説明をさせていただきましたとおり、児

童生徒の熱中症対策を目的に、各保健室に

１台設置するもので、予定させていただい

てございます。 

 エアコン１台当たりの設置内訳につきま

しては、記載のとおりでございます。 

 小学校において３校分、８９万８,０００

円、中学校においては２校分、５９万９,０

００円となってございますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 十分わかりまし

た。 

 先ほども申しましたが、近年の夏の猛暑

は、長い期間続くということで、先ほど坂

田議員もおっしゃっていたように、小中学

校にそろそろエアコンも考えたほうがいい

のではないかという意見もありました。 

 現在の暖房は電気暖房だと思うのですけ

れども、今、冷暖房をエアコンでやるとい

う機種が相当進んでおりまして、それがＣ

Ｏ２削減や電力削減の機種として相当進んで

おります。 

 今回、新庁舎も冷暖房完備になるという

ことで、この猛暑、我々大人も各事業所は

ほとんどエアコンが入っております。仕事

が我慢できないくらい暑さが続くというこ

とで、各事業所は当然入れていることだろ

うと思います。今まで、家庭も入っていな

かったのですけれども、だんだん家庭にも

小さいものを入れて、急場の暑さをしのぐ

ということになってきております。 

 当然、小中学校も、あの猛暑の中でちゃ

んと勉強をしなさいといっても、ちょっと

酷なのかなという思いと、それがずっと続

くのではないかという懸念がありますの

で、将来的な考え方というか、そういう思

いを聞かせていただいて終わりにします。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 学校の夏場の

環境の関係で、近年、温暖化ということで

非常に温度が上がって、熱中症の関係では

本州のほうで死亡事故が発生するような事

案も起きているところでございます。 

 今回、普通教室に扇風機を設置させてい

ただきまして、保健室については、１カ所

ですが、学校内で児童生徒がクールダウン

できるような施設をつくって熱中症対策に

取り組んでいきたいと考えて設置をしたと

ころでございます。 

 熱中症対策につきましては、扇風機の設

置などだけでは足りないと思っております

し、今までもそうですが、やはり、小まめ

な水分補給とか、そういうような指導を学
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校で行ってきておりますので、そういうこ

とを徹底して熱中症対策に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 エアコンの設置を学校全体にというお話

でございますが、財政的な問題もございま

すので、その辺については、現状では難し

いと考えております。 

 また、全国的に見ましても、今、本州の

ほうでエアコン設置を補助で実施している

ような状況もございますので、その辺の対

策等につきましては、今後も研究、検討を

してまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） １８９ページの小

学校の教育振興費、それにかかわって１９

３ページの中学校の教育振興費の両面で聞

かせていただきたいと思います。 

 要保護、準要保護の虫歯の保有率及び治

療支援にかかわる予算計上について御説明

をいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 保護児童の虫歯率について御説明をさせ

ていただきます。 

 美幌町立学校の児童生徒における虫歯率

につきましては、平成３０年度実施の歯科

健診調査結果から、小学校において５５.３

４％、中学校においては４５.２７％になっ

てございます。 

 御質問の就学援助の対象である保護児童

のみの虫歯率につきましては抽出して調査

していないため、把握をしていないという

ことでございますので、御了承をお願いし

たいと思います。 

 次に、保護児童の治療支援に係る予算計

上について御説明させていただきます。 

 虫歯の治療につきましては、学校保健安

全法に規定する学校病として指定されてい

ることから、医療費に要する経費を支援し

ており、その実績においても虫歯の治療が

主な内容となってございますので、実績を

勘案した予算計上をしているところでござ

います。 

 新年度における要保護準要保護児童就学

援助費のうち、医療費に係る予算計上につ

きましては記載のとおりとなってございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 調査を実施してい

ないという部分についてはやむを得ないか

と思いますが、かかわって、小学校の５５.

３４％が虫歯を持っている。中学校の４５.

２７％が虫歯を持っているということで

す。 

 子供の貧困と虫歯の保有率は非常に相関

があると伺っておりますが、その点で、こ

の虫歯の保有状況、小学校及び中学校、全

国的に見てどのように評価をしたらよろし

いのかをあわせて聞かせてください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問でございますが、全国的な状況に

つきましては、ただいま資料を持ち合わせ

てございませんので、状況は把握してござ

いません。 

 先ほど述べさせていただきました小学校

で５５.３４％の虫歯率というところです

が、その虫歯率の内訳というのもございま

して、治療をしているものと治療済みのも

のと治療をしていないものという区分けも

ございます。 

 内訳で申しますと、治療済みのもので約

２５％程度でございます。残り未治療につ

きましては、約３０％程度という状況で、

その５５％の中にも、既に終わって問題の

ないものとこれから治療をしなければなら

ないものが存在するということで御理解を

いただきたいと思います。未治療のものに

つきましては、学校の養護教諭から治療の
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指導をあわせてしている状況でございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） 予算書１８９ペー

ジの小学校特別支援学級振興事業、関連し

ていますので、同じく１９３ページの中学

校特別支援学級振興事業、人夫賃というこ

とで、あわせてお尋ねいたします。 

 現在における支援学級の重要性は十分認

識しているところですが、この特別支援員

は、現在、小学校で１９名、中学校で２名

の方が登録されています。 

 その人数の根拠、そしてまた、教育委員

会から予定数として考えている人数が現在

足りているのかということについてお尋ね

いたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 小中学校別の対象児童生徒数と学級数、

特別支援教育支援員の配置状況でございま

すけれども、平成３１年度について御説明

をさせていただきます。３０年度につきま

しては説明を省略させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、小学校別の特別支援学級及び教育

支援員の配置状況でございます。 

 美幌小学校につきましては、児童数２６

名に対しまして学級数は６、教職員が７

名、教育支援員は６名の配置を予定してお

ります。 

 続きまして、東陽小学校につきまして

は、児童数３６名に対しまして学級数が

８、教員が８名、教育支援員は７名を予定

してございます。 

 旭小学校につきましては、児童数３１名

に対しまして学級数が６、教員が８名、支

援員が２名増の６名を予定してございま

す。 

 平成３０年度と比較いたしまして、小学

校で児童数が１１名の増、教育支援員につ

きましても２名の増となってございます。 

 続きまして、中学校別の特別支援学級及

び教育支援員の配置状況でございます。 

 美幌中学校につきましては、生徒数６名

に対しまして学級数が２、教員が３名で、

教育支援員の配置の予定はございません。 

 北中学校ですが、生徒数７名に対しまし

て学級数が４、教員が５名、支援員が１名

増の２名の配置を予定してございます。 

 平成３０年度と比較いたしまして、中学

校で生徒数１名の減でございますが、教育

支援員につきましては１名の増としている

ところでございます。 

 なお、小学校及び中学校の増員の配置に

つきましては、各小学校の学級数や児童の

状況、また、教員の配置の基準を踏まえま

して教育支援員の配置を考えてございま

す。特に、今回、中学校において生徒数が

１名減の中で支援員が１名増の配置でござ

いますけれども、美幌小学校に現在在籍す

る生徒が北中学校に進学する予定でござい

ます。その生徒につきましては、１対１で

の支援が必要ということで、継続的な専属

の対応が必要という状況の中から、人数と

しては減となってございますが、支援員と

しては１名増の対応をするという状況でご

ざいます。 

 小学校につきましては、生徒数も増加の

傾向でございますし、中学校につきまして

も、先ほど述べたとおりという状況で、現

状を勘案しながら対応しているという状況

でございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 大体認識したとこ

ろですが、最後に一つ、年によってお子さ

んの状況や状態は変わるので、いろいろな

判断が難しいかと思うのですが、これから

学級数がふえていく可能性も十分あると思

います。 
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 各学校は、今、ほかの生徒、児童が少な

い関係で空き教室があるかと思うのです

が、その辺の対応については心配ないと考

えてよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 御質問の

学級の必要数が足りるのかという状況でご

ざいますけれども、現状の学級数からさら

にふえていくという状況はなかなか生まれ

づらく、既存の学級の中で人数がふえてい

くと捉えてございますが、万一、必要にな

ったときには、現状の中でも、通常のクラ

スの中を二つに割って使用している状況も

ございますので、そういったところも検討

しながら実施してまいりたいと思っており

ます。現状の中での対応を考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項小学

校費を終わります。 

 次に、３項中学校費、１９０ページから

１９５ページまでの質疑を許します。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） １９１ページの中

学校管理事業、消耗品費６０９万３,０００

円の主な内訳についてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 消耗品費６０９万３,０００円の主な内訳

について、資料で御説明をさせていただき

ます。 

 各中学校扇風機設置でございますが、小

学校でも述べましたとおり、中学校の熱中

症対策として、普通教室、特別教室、体育

館に設置を予定しておりまして、生徒の体

感温度を下げることにより学習環境を確保

するものでございます。 

 台数につきましては、美幌中学校１９

台、北中学校２６台を予定しており、合計

４５台、８７万円でございます。 

 次に、学校配当として、美幌中学校で２

０１万７,０００円、北中学校におきまして

１９７万３,０００円、合計３９９万円の予

算を計上してございます。 

 主な用途は記載のとおりでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次に、事務局執行用として総務担当が管

理している予算ですが、１２３万３,０００

円を予算計上してございます。 

 同じく、用途は記載のとおりでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） わかりました。 

 続きまして、もう一つ、１９１ページの

修繕料６３５万１,０００円の主な修繕内容

についてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 修繕料６３５万１,０００円の主な修繕の

内容についてでございます。 

 まず、各校共通の修繕費としまして、中

学校２校に係る修繕を計上しているもので

ございます。学校施設、教職員住宅の小破

修繕等として３００万円です。 

 続きまして、美幌中学校分として、誘導

灯修繕として３２万２,０００円、特別教室

窓改修として７３万２,０００円です。 

 続きまして、北中学校でございます。 

 防火シャッター修繕として２９万７,００

０円、屋外グラウンド暗渠改修として２０

０万円としてございます。 

 合計６３５万１,０００円となってござい

ますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） わかりました。 

 その中で、北中学校の屋外グラウンド暗
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渠改修２００万円とありますけれども、こ

れは初めての改修なのか、一部の改修なの

か、その全容を教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えさせていただきます。 

 北中学校のグラウンドの暗渠の改修でご

ざいますが、位置的には南東に位置しま

す。通常、部活動の練習場付近でございま

す。そこの水はけが、ここ数年来、著しく

悪くなってございまして、他の部分に比べ

て浸透が遅いという状況で、日数で言う

と、多いときには３日程度もかかるという

状況になってございます。 

 それにより、部活動や体育授業に支障を

来している状況ということで、今回、改修

として計上させていただきました。 

 位置としては、サッカーグラウンドでご

ざいますが、延長としては４５０メートル

を予定してございますので、よろしくお願

いいたします。 

 今回、北中学校が建設されてから初めて

暗渠の改修をするものでございます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、３項中学

校費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時３０分といたします。 

午後 ０時１５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、平成３１年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 次に、４項社会教育費、１９４ページか

ら２０９ページまでの質疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） １９７ページの芸

術文化鑑賞事業負担金４３０万円と芸術文

化振興事業補助金２５０万円の予定事業、

積算内容について御説明をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 予定して

おります事業の積算内訳を御説明させてい

ただきます。 

 初めに、芸術文化鑑賞事業負担金でござ

いますけれども、一つとしましては、芸術

文化鑑賞事業で、講演会と映画鑑賞会を予

定しております。 

 講演会につきましては、予定する講師と

して、尾木ママこと尾木直樹さん、日程は

調整中でございます。びほーるを会場とし

て検討をしております。 

 それから、映画鑑賞会ですけれども、映

画「じんじん〜其の二〜」、内容につきま

しては、森林に関する環境保護を考える内

容ということで、環境省、林野庁、各町村

会等の名義後援もされている映画の内容で

す。日程につきましては、６月１６日、日

曜日を予定しておりまして、会場はびほー

るを予定しております。 

 二つ目ですけれども、びほーる共催鑑賞

事業です。こちらにつきましては、アーテ

ィストは、つるの剛士さんのコンサートを

予定しております。日程につきましては、

９月２８日、土曜日に開演をする予定でご

ざいます。 

 それから、３番目の文化団体招聘鑑賞事

業でございますが、こちらは、毎年、中学

生の授業向けの鑑賞ということで企画して

おります。チェリストの土田英順氏とピア

ノの伴奏等によりまして、中学校への訪問

を６月下旬から７月上旬の間で調整してい

るところです。 

 それから、４番目でございますが、親子

芸術鑑賞事業につきましては、今年度新し

く考えております事業でございまして、親

子で一緒に楽しめるという事業を考えてお
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り、ことしは、コメディ・クラウン・サー

カス、プレジャーＢの公演を７月１５日に

予定しております。会場は、町民会館の小

ホールで考えております。 

 それから、芸術文化振興事業補助金２５

０万円の内訳でございます。 

 二つございまして、一つは指導者招聘事

業、こちらは、各小学校、中学校、それか

ら美幌高校の吹奏楽部の演奏技術の指導と

いうことで、毎年、鈴木英史先生にお越し

いただいて、指導を行っているところで

す。日程は、７月２０日、２１日を予定し

ております。 

 それから、二つ目でございますが、鑑賞

事業として、ＴＲＩＰＬＡＮＥイベントセ

カンド、こちらを７月７日、町民会館の中

ホールで予定しております。 

 そのほか、ピアノコンサートほかを調整

中でございます。 

 以上でございますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ２０１ページでご

ざいます。 

 マナビティーセンター管理運営事業の中

の修繕料７８万６,０００円の主な修繕内容

について御説明願います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 御説明さ

せていただきます。 

 新年度におけます主な修繕内容でござい

ますが、マナビティーセンターに設置して

おります陶芸窯、２台あるうちの１台、出

力が１５キロワットのものの内部の熱線の

全部を交換することで修繕を予定しており

ます。 

 修繕の概要でございますけれども、経年

劣化による熱線の全部交換でございます。 

 予算額としましては、こちらに記載のと

おりの額を予定しております。 

 また、修繕の内容につきましては、資料

に記載の部分でございます。 

 そのほか、この修繕のほかに、小破修繕

等を含めまして、全部で合計７８万６,００

０円の修繕料を計上させていただいている

ところでございます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 何点か質問をさせ

ていただきます。 

 昨年も１台修繕しているわけなのですけ

れども、今回の修繕は昨年のものと別のも

う一台の窯であるのかどうかと、昨年修繕

した窯は平成１２年に購入したものという

ことでありますが、今回の修繕は、別の窯

であれば何年に購入したものか、それか

ら、この陶芸窯を最初に購入した当時の購

入費用はお幾らぐらいか、この３点につい

てお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） お答え申

し上げます。 

 まず、１点目でございます。 

 昨年、平成３０年度についての修繕でご

ざいますが、中身につきましては、同じ１

５キロワットの窯でございますが、こちら

は、熱線ではなく、天井ぶたの交換修繕と

いうことでございます。 

 購入している１５キロワットのものにつ

きましては、平成１３年度に購入させてい

ただいております。当時の購入金額等につ

いては、申しわけございませんが、手元に

資料がございませんので、今お答えできま

せん。 

 以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） もう一点、確認し

たいのですが、この陶芸窯は電気を使って

いるということで、この陶芸窯の年間の電
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気料はおおよそ幾らぐらいかかるか、お教

え願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 申しわけ

ございません。今、手元に資料がなく、そ

の部分については後ほどお答えさせていた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 予算書２０１ペー

ジの社会教育費にかかわってお聞きいたし

ます。 

 学校司書を増員するということで、それ

自体は大変評価したいと思います。学校図

書館の運営について、その結果、どうなる

のかということをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 図書館運営事

業、人夫賃等１０１万４,０００円の関連で

ございます。 

 この部分につきましては、パート職員を

臨時司書として１名分の賃金を計上したも

のでございます。 

 臨時司書の巡回の関係でございますが、

平成３０年度から取り組んでおりまして、

３０年度につきましては、巡回学校司書１

名を派遣し、町内各小中学校の学校図書館

の資料整理を行い、蔵書管理の電算化が未

整備の学校を中心に、蔵書管理とデータ入

力に取り組んできたところでございます。

また、児童生徒への本の紹介や特集コーナ

ーの設置、読み聞かせなどにも取り組みま

して、読書環境の充実を図ってきたところ

でございます。 

 平成３１年度につきましては、新たにパ

ート職員１名を増員し、２名体制にすると

いうことで、引き続き、巡回訪問の回数を

ふやし、各学校の学校図書館運営計画に基

づいた学校図書館の充実への取り組みを進

めていきたいと考えております。 

 具体的には、週１回から２回、各学校を

訪問しまして、図書資料の整理、展示、貸

し出し処理や図書資料の検索支援などの司

書業務を行い、児童生徒が本に触れる機会

をふやすための取り組みや、本を使った調

べ学習など、新学習指導要領にも対応した

授業に活用できる学校図書館の充実、整備

を進めたいと考えているところでございま

す。 

 平成３０年度の実績、それから、３１年

度の計画につきましては、資料に記載させ

ていただいたとおりでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上、説明させていただきました。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ２０５ページ、博

物館運営事業、修繕料の内容についてお知

らせいただきます。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 質問にお答

えしたいと思います。 

 博物館運営事業における主な修繕内容で

すが、６件予定しております。 

 一つ目は、小破修繕等２７万５,０００円

で、これは施設、収蔵資料、各種機器など

に係る小破修繕費用になります。 

 二つ目は、車両修繕５３万５,０００円

で、現在博物館で保有している４台分の車

両に係る小破修繕及び車検、定期点検に係

る整備費になります。 

 三つ目は、空調機Ｖベルト交換修繕１６

万５,０００円で、経年劣化に伴う空調機の

給気側Ｖベルト５本を交換するものになり

ます。 

 四つ目は、暖房用に設置してあります１

階男子トイレ１台、女子トイレ１台、多目

的トイレ１台、それから、２階の男子トイ

レ１台、女子トイレ１台、計５台の電気ヒ

ーターを更新するものになります。 

 五つ目は、物見の塔天窓コーキング打ち
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かえ修繕４６万５,０００円で、これは、雨

漏りの原因の一つと考えられています物見

の塔の下部にあるガラス張りの天窓部分の

コーキングを全面打ちかえするものになり

ます。 

 六つ目は、深井戸水中ポンプ更新修繕３

７２万６,０００円で、これは冷暖房設備の

一つである既設水中ポンプの耐用年数が大

幅に経過していることから、更新を行うも

のになります。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） その中で、⑥で説

明いただいた深井戸水中ポンプ更新修繕と

いうことで、この中で冷暖房設備の一つと

書いてありますが、これは以前に設備がえ

したヒートポンプ関連の設備の中の修繕と

考えていいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） お答えいた

します。 

 そのとおりで、博物館の冷暖房設備は井

戸水を熱源とする熱源ヒートポンプ方式を

とっており、その中で水中ポンプを使って

おります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ２０７ページでご

ざいます。 

 博物館活動推進事業の中の印刷製本費１

８６万１,０００円の積算内容について御説

明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 回答したい

と思います。 

 印刷製本費の積算内訳ですが、講座用印

刷製本費５万５,０００円は、講座で使用す

る教材パンフレット、特にミニ解説書的な

ものの印刷になります。 

 それから、特別展・企画展・移動展用印

刷製本費１２０万円は、展示会で使用する

ポスター、チラシ、展示図録等の印刷にな

ります。 

 それから、調査研究用・資料整理用印刷

製本費６,０００円は、調査記録表の印刷に

なります。 

 最後に、管理用印刷製本費、館報・研究

報告・博物館講座報告書の印刷です。６０

万円で、博物館の年次定期刊行物の印刷に

なります。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 何点か御質問いた

します。 

 講座で使用する教材パンフレット、ミニ

解説書の部数はおおよそ何部か、それか

ら、展示会で使用するポスターとチラシの

おおよその枚数と配布先についてお伺いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） お答えした

いと思います。 

 まず、講座で使用するミニ解説書です

が、部数は５００部を予定しております。 

 それから、特別展・企画展・移動展用印

刷用のポスター、チラシですけれども、そ

れぞれの展示会によって部数は違うのです

が、博物館特別展が８００部、企画展ポス

ター・作文展はありません。それから、企

画展のおひろめコレクション展が３８０

部、企画展の冬季作品展が４２０部です。

チラシですけれども、特別展が１万３,００

０部、ポスター・作文展が２,０００部、お

ひろめコレクション展が２,０００部、冬季

作品展が２,０００部となっております。 

 また、配布先については、これも展示会

の種類によって変わるのですが、おおむね

管内の小中学校、高等学校、幼稚園、保育

所、それから、町内関連施設、道内の博物

館関連施設・大学、管内図書館、道内博物

館・美術館、道外博物館・美術館、道内教

育委員会、道内道の駅・バスターミナル、
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その他近隣ホテル・旅館等になっておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ２０７ページの博

物館活動推進事業全体１,０１４万５,００

０円の中の企画展・特別展の開催予定につ

いて御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 回答したい

と思います。 

 企画展・特別展の開催予定についてです

けれども、一つ目の企画展「絵を描く心～

岸本裕躬作品より」は、平成３０年度事業

として予算を組んで、来週からスタートし

ます。 

 内容は、美幌町にゆかりのある画家、岸

本裕躬氏の絵画作品を展示して、多くの町

民に美術に関心を持っていただくきっかけ

づくりです。会期は３月２３日から１０月

２０日までです。 

 二つ目の企画展「交通安全ポスター・作

文展」、事業額７万４,０００円の内容です

けれども、交通安全をテーマにした児童生

徒らのポスター・作文を展示します。会期

は１１月２日から２４日までです。 

 三つ目の企画展「おひろめコレクション

展」、３１万９,０００円の内容ですけれど

も、平成３０年度中に町民の方々より寄贈

された資料を展示します。会期は１２月７

日から年を越して２０２０年１月１９日ま

でです。 

 四つ目、企画展「冬季作品展」１０万１,

０００円の内容ですけれども、町内全小中

学校から児童生徒の作品を集め、展示しま

す。会期は２０２０年２月１日から３月８

日までです。 

 五つ目、特別展「海を越えて 前川貴行

写真展」、４４６万２,０００円の内容です

けれども、美幌町にゆかりのある写真家、

前川貴行氏の迫力ある動物写真を展示し

て、野生動物の生きる奇跡の瞬間に触れ

て、多くの町民に自然に関心を持っていた

だくきっかけづくりとします。会期は２０

２０年３月２８日から１０月２５日までと

なっております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） それぞれの企画内

容はわかりました。それで、一番下にあり

ます前川さんの写真展というのは事業費が

非常に高額なのですが、これは、写真家で

すから、実際に撮った写真の現像とかパネ

ル化するものが事業費の大半なのかどう

か、主なものをお知らせ願いたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） お答えした

いと思います。 

 おっしゃるとおり、プロの写真家でいら

っしゃいますので、大きくかかる費用とし

ては、前川さんが作品を保管している場所

が長野県諏訪市ですけれども、そこから作

品を直接借りてくる通信運搬費が１０２万

４,０００円ほどかかります。それから、作

品を借りてくるための保険料が１２万円ほ

どかかります。それから、作品を借用する

形をとりますので、合計１２０点ほどお借

りしてくるのですけれども、その借り上げ

料として９６万円というのが大きな金額と

なっています。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 社会教育費の博物

館活動推進事業にかかわってお聞きします

が、前任者の質問によって、企画展・特別

展の開催予定については承知いたしました

ので、割愛いたします。 

 アイヌ文化企画展開催予定の有無及び資

料収蔵数についてお聞きしたいと思いま
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す。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） お答えした

いと思います。 

 まず、アイヌ文化企画展開催の有無につ

いてですけれども、実は、平成３０年度

に、特別展「アイヌ文化に活きる植物」と

題して、会期７月２１日から１０月２１日

まで開催しました。 

 これは、アイヌが利用していた植物を中

心とした展示会でありました。 

 今後ですけれども、アイヌ文化関連の展

示会を開催するかどうかにつきましては、

現時点では詳細は未定ですが、多くの町民

に美幌町の歴史や文化について興味を抱い

てもらいたいと考えていますので、今後、

企画検討していけたらというふうに考えて

おります。 

 それから、アイヌ資料の収蔵数について

ですけれども、現在、儀礼用具、衣類等約

２００点ほどを博物館で収蔵しておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ２０７ページ、文

化財保護事業、人夫賃等の調査計画の予

定、詳細についてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 回答したい

と思います。 

 発掘調査予定ですけれども、大きく

（１）の道営農地整備事業に伴う調査と

（２）のその他開発行為等に伴う調査の二

つがあります。 

 まず、（１）道営農地整備事業に伴う調

査ですけれども、３地点を予定しておりま

す。 

 １地点目は、中央美和地区、調査対象面

積４１８.４ヘクタール、調査期間は４月下

旬から１１月下旬です。これは、外作業と

内作業とありまして、外作業が野外調査、

内作業というのは遺物の記録、整理に当た

ります。 

 このうち、外作業が４月下旬から１１月

下旬、内作業が５月下旬から３月下旬、調

査場所は、美和地区、昭野地区、調査内容

としましては、道営畑地整備地における遺

物の有無を確認する調査になります。所在

確認調査と言います。 

 二つ目は、稲都福梅地区で、調査対象面

積は２６ヘクタール、外業として４月下旬

から１１月下旬、内業として５月下旬から

３月下旬です。これは、稲美、都橋、福

住、古梅地区が該当します。調査内容は、

道営畑地整備地における遺物の有無を調

査、所在確認・範囲確認調査となります。 

 三つ目は、豊栄地区、調査対象面積２ヘ

クタール、外業が４月下旬から１１月下

旬、内業が５月下旬から３月下旬、調査場

所が豊幌、登栄地区となります。調査内容

は、道営畑地整備地における遺物の有無を

確認、範囲確認調査になります。 

 以上の調査事業におきまして、外業とし

て、所在確認調査が技能作業員班長、作業

員を合わせて８０人工、範囲確認調査が技

能作業員班長と作業員を合わせて４４２人

工、内作業としましては、作業員班長８０

人工、作業員７０人工です。 

 それから、（２）のその他開発行為に伴

う調査は、ＮＴＴドコモ携帯基地局発掘調

査になります。調査対象面積３２０平米、

調査期間は５月上旬から６月下旬が外作

業、１２月上旬から３月下旬が内作業とい

う内容となります。 

 調査場所は、美幌町元町、調査内容は、

携帯基地局建設に伴い、対象地における遺

物の有無を確認する発掘調査となります。

外作業は、技能作業員班長２２人工、作業

員１３２人工、内業は、技能作業員班長を

１８人工、作業員を４０人工、調査担当員

１８人工、その他ですけれども、突発的な

緊急調査が入ったときのために、外作業作
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業員１２０人工、内作業作業員１４０人工

を想定しております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） わかりました。 

 今まで発掘調査をした中で、アイヌに関

する文化財の調査費の割合がわかれば、お

聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） お答えした

いと思います。 

 難しいところですが、いわゆるアイヌの

定義が諸説あるのですけれども、１３世紀

末ころからのものをアイヌという呼び方を

するという説があります。しかし、この発

掘調査は、それよりもさらに古い時代の調

査となっておりますので、この発掘調査自

体からアイヌ資料が出てきたことはほとん

どないと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 先ほど新

鞍議員より陶芸窯の関係について御質問が

ありましたので、御説明させていただきま

す。 

 まず１点目は、当時の陶芸窯の購入額の

お尋ねでございますが、金額は２０３万７,

０００円でございました。 

 ２点目は、陶芸窯単体にかかわる電気料

でございますけれども、陶芸窯に電気メー

ターがついておりませんので、直接、陶芸

窯にかかる電気料については不明でござい

ます。 

 こちらにつきましては、通常、陶芸窯の

出力や抵抗に基づいての電気料金的には推

定できますが、直接のメーターがないた

め、使っている使用量についてはわかりま

せん。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４項社会

教育費を終わります。 

 次に、５項保健体育費、２０８ページか

ら２１７ページまでの質疑を許します。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ２１３ページでご

ざいます。 

 屋外体育施設維持管理事業の中の修繕料

５２５万７,０００円の主な修繕内容につい

て御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 御質

問にお答えしたいと思います。 

 屋外体育施設維持管理事業の修繕料５２

５万７,０００円の主な内容についてです

が、柏ヶ丘公園クロスカントリーコース用

圧雪車点検整備修繕に６５万円、河畔公園

パークゴルフ場芝生張りかえ、カップ補修

等修繕に５９万円、パークゴルフ場スポー

ツトラクターベアリング交換修繕に１０万

３,０００円、リリー山スキー場圧雪車点検

整備修繕に６４万４,０００円、同じく降雪

機点検整備修繕に２９万３,０００円、柏ヶ

丘公園陸上競技場の４種公認継続整備修繕

に２１８万２,０００円、そのほか、スポー

ツトラクター、スノーモービル、また、ナ

イター照明などの管理器具等の小破修繕に

計７９万５,０００円、合計いたしまして５

２５万７,０００円としております。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ２点ほどお伺いし

ます。 

 クロスカントリーコース用圧雪車点検整

備修繕ですが、これは、平成２８年に約２,

８００万円で購入した圧雪車と思われます

けれども、修繕料に６５万円もかかってい

るのかどうかということと、もう一点は、

柏ヶ丘公園陸上競技場４種公認継続整備修

繕、これはどういう修繕であるかをお伺い
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します。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 御質

問のクロスカントリーコース用の圧雪車で

ございますが、お話しいただいたとおり、

平成２８年に購入した圧雪車の点検整備と

いうことで、通常の車両のエンジン周りや

オイル関係の点検、その他、フレーム、ブ

レードや細かい機材を積んでおりますの

で、それぞれの点検をしていただきます。

また、修繕としましては、クーラントのサ

ブタンクステーが損傷しているということ

で、そういった交換も含めて点検整備をす

るものでございます。 

 陸上競技場の４種公認の継続整備修繕に

ついては、５年ごとに公認検定を受けるた

めの修繕、整備ということでございまし

て、前回は平成２６年に更新、整備をして

おりますが、今回が５年目ということにな

りますので、整備をいたします。 

 その整備の内容としましては、グラウン

ドの不陸調整を行うもの、内外縁石の調

整、砂場の砂の補充、縁石の表示タイル、

スタート位置などといったタイルが欠損し

ている部分を補修したりという整備になっ

ております。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） 予算書の２１３ペ

ージのパークゴルフ場管理業務委託料７０

９万１,０００円について、積算内訳及びパ

ークゴルフ場運営に係る他の経費について

お示しください。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 御質

問にお答えしたいと思います。 

 河畔公園パークゴルフ場の維持管理事業

の委託につきましては、４月１日から１１

月１５日までを委託期間といたしまして、

委託料７０９万１,０００円の積算内訳につ

いては、人件費として、芝刈り等の維持管

理を行う管理人が３人体制で延べ４０８人

工、３１９万１,７２０円、券売監視業務等

を担当する事務補助員が３人の交代制で行

っていまして、１８４人工、１５９万９,５

１２円です。散水を行う補助員といたしま

して３人の４時間で３０回分、３３万９,１

２０円、人件費の計が５１３万３５２円と

しております。 

 以下、お配りしております資料に記載の

とおりでございますが、消費税につきまし

ては４月から９月までの６カ月分が８％、

１０月、１１月の２カ月分を１０％として

５４万７２６０円、委託料の合計は７０９

万２６０円としております。 

 その他の委託料以外にかかる運営経費と

しまして、消耗品、印刷製本費、燃料費等

は記載のとおりとなっております。 

 また、前年度に公認コースの認定を受け

たことから、日本パークゴルフ協会の負担

金として１万３,０００円、合計しまして４

１８万３,０００円となっておりまして、委

託料の管理委託費７０９万１,０００円を合

計しまして１,１２７万４,０００円として

おります。 

 積算の内訳につきまして御説明いたしま

したので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 何点か質問をさせ

ていただきます。 

 私の認識が足りないのでお尋ねするので

すが、委託費合計の中に消費税があります

が、この消費税のかかる科目は人件費も含

まれているのかというところがよくわかり

ません。この委託先は体育協会だと思うの

ですが、委託の中に人件費も含めて消費税

が発生するのかというところを私はよく理
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解しておりません。 

 また、委託事務費の１０％は、契約に基

づいてこういうものがかかるということで

しょうか。 

 それから、平成３１年度の利用者数の予

測が立っていれば、教えてください。公認

コースをとっているということで、それら

も含めて大会の予定があれば、その数も教

えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ま

ず、御質問の委託費の考え方ですが、人件

費も含めて委託業務ということで、全体を

含めた中で消費税をかけている形になって

ございます。 

 委託事務費につきましても、合計の中で

の事務局の経費ということで１０％を積算

しまして、事務局経費として載せておりま

す。 

 人数の予測ですが、年々利用人数が若干

減ってきている状況にございます。今年度

につきましては２万６,５００人ほどとなっ

てございまして、コース整備のために約１

カ月間使えない期間もございましたけれど

も、例年は３万人ほどを見込んでございま

す。 

 大会については、昨年、管内大会があっ

たのですが、ことしはその予定がないとい

うことでございますけれども、例年同様の

大会ということで、ほぼ毎週のように大会

の開催を予定しているかと思います。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 人件費が生じてと

いうのは、そういう契約ということであれ

ば、委託の内容については、後日確認させ

ていただきます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 大変

申しわけありません。説明が不足しており

ましたが、消費税法に基づきまして、消費

税は事業費、事務委託料にかかるというこ

とで認識しております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ２１３ページの

学校給食運営事業費の１億５,９５０万２,

０００円のアレルギー対策予算計上額につ

いて説明願います。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（岩田憲次君） 御質問に

お答えいたします。 

 学校給食における食物アレルギー対策予

算計上額は８１万円となっております。 

 内訳につきましては、食物アレルギー診

断経費補助金４万５,０００円、アレルギー

研修会報償費１万８,０００円、啓発用図書

代２万６,０００円、アレルギー除去食調理

パート賃金が６８万９,０００円、栄養士研

修旅費が３万２,０００円となっておりま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） アレルギー対策

にかかる費用は８１万円と理解いたしまし

た。 

 この中で、研修とか除去という項目はあ

りますが、実際に給食センターでアレルギ

ーに対応する給食というのは、この予算の

中で準備できているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（岩田憲次君） 現在、ア

レルギー除去食を行っている児童は１４名

おります。この予算の中で足りておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ
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ん。 

○９番（坂田美栄子君） その説明で理解

をいたしましたが、最近、アレルギー体質

の子が非常にふえてきている状況にありま

す。そのアレルギー体質もさまざまな分野

で分かれておりまして、それに対応するの

は非常に難しい状況が出てきていると思っ

ていますが、これに対応できるだけの準備

はできていると理解してよろしいのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（岩田憲次君） 議員がお

っしゃるとおり、食物アレルギー体質の児

童生徒が年々ふえてきておりますが、除去

食に対応している児童生徒は横ばい状態で

ございまして、今のところ、この予算で足

りていると思っております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ２１５ページ、学

校給食運営事業、賄材料費について、地元

食材使用状況並びに町内外調達比率につい

て伺います。 

 調達比率については、当然１００％は無

理なのはわかっていますけれども、今後の

アップへの取り組みについての予定等をお

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（岩田憲次君） 御質問に

お答えいたします。 

 学校給食につきましては、安心・安全な

給食を提供するために、地場産の農産物を

可能な限り使用した給食を提供しておりま

す。 

 お尋ねの町内の調達率につきましては、

平成２９年度で５０.６％でございます。 

 地場産食材の使用状況につきましては、

別紙のとおりとなっております。 

 なお、地場産食材につきましては、可能

な限り献立に取り入れるということで、栄

養士のほうで頑張って献立をつくっており

ますので、今後も使用率が伸びるように努

力をしていきたいと思っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 予算書の２１５ペ

ージ、学校給食運営事業についてお聞きし

ます。 

 予算計上の配食数及び、過去５年程度で

いいのですが、配食数をお聞きしたいと思

います。それから、配食余剰能力活用の議

論のある、なしにつきましてお聞きいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（岩田憲次君） 御質問に

お答えいたします。 

 現在の給食センターは、平成９年４月か

ら稼働しておりまして、建設当時の調理能

力は３,０００食となっておりました。 

 その後の学校給食衛生管理基準の改正、

毎年実施されております保健所による現地

指導などにより、建設当時の２２年前と比

較しまして、調理における衛生基準が非常

に厳しくなっている状況にあり、現在の基

準でいきますと、調理能力は１,８００食程

度と考えております。 

 御質問の平成３１年度の予算計上食数は

１,５２９食で、過去５年間の配食数は記載

のとおりでございます。 

 次に、余剰能力活用の検討でございます

が、これまでに具体的な検討を行ったこと

はございません。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１０款教

育費を終わります。 

 次に、１１款公債費、２１８ページから

２１９ページまでの質疑を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１１款公債費を終わります。 

 次に、１２款職員給与費、２２０ページ

から２２１ページまでの質疑を許します。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） ２２１ページの職

員給与費にかかわって、時間外勤務の状況

についてお聞きいたします。 

 グループごと及び個人上位５番目までの

時間外勤務の状況についてお示しいただき

たいと思います。 

 また、健康状況、時間外勤務手当計上の

考え方につきまして、あわせてお聞きいた

します。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 初めに、平成

２９年度の時間外勤務の実績につきまして

御答弁させていただきます。 

 グループ別の実績につきましては、配付

している資料のとおりでありますが、１人

当たりの時間数の多いグループの順に、財

務グループ、社会教育グループ、博物館グ

ループとなっており、時間外勤務手当を支

給した１５３人の平均時間数は１０２時間

となってございます。 

 個人の時間外勤務の実績につきまして

は、資料のとおりでありますが、時間数の

多い上位５名につきましては、時間外勤務

がいずれも３００時間を超えている現状に

あります。 

 次に、健康状況につきまして、平成２９

年度の総合検診受診結果を資料にて提出し

ておりますが、総合判定のＣ、日常生活上

注意を要する者が５３人、Ｄ、治療を要す

る者が１６人、Ｇ、精密検査を要する者が

９９人となっており、これらＣ、Ｄ、Ｇの

合計は１６８人と全体の７５％を占めてお

ります。 

 時間外勤務手当の予算計上に当たりまし

ては、過去の実績等を踏まえ、所要額を予

算措置しているところでありますが、時間

外勤務手当は給料年額の５.７％、休日勤務

手当は給料年額の０.３％をそれぞれ計上す

るとともに、災害等、不測の事態に対応で

きるよう、別途７００万円を予算計上させ

ていただいております。 

 なお、平成３１年度におきましては、統

一地方選挙、参議院議員選挙が予定されて

おりますので、選挙事務に係る時間外勤務

手当として約１,０８０万円を加えて予算計

上しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 概略はわかりまし

た。 

 二つお聞きしたいのですが、一つはグル

ープ制との関係です。 

 個人の上位１位、２位、３位は財務グル

ープが占めておりまして、いずれも３９８

時間から３５６時間という状況ですが、財

務グループの時間外は５人の平均が２４７

時間です。５人中３人が１位、２位、３位

を占めています。グループ制をとったの

は、特定個人に業務が集中しないようにし

ていこうという考え方があるのではないか

と思うのですが、平均的に担うということ

は、グループ制をとれば可能になっている

のでないかと思うのですが、実際上は特定

のメンバーに集中するということについて

はいかがなものでしょうか。これは避けら

れないということなのかどうか。 

 もう一つは、総合判定のＣ、Ｄ、Ｇの日

常生活上注意を要する、あるいは、治療を

要する、精密検査を要するメンバーが１６

８名ということです。これは、厳密には７

４％程度ということですが、ちょっと多い

のではないかと思っているのです。 

 職員は行政上の宝で、私も腹に一物、二

物は持っていますけれども、若い皆さんが

より健康であってしかるべきだと思うので

すが、この辺の状況についてどのように受
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けとめておられるのでしょうか。ちょっと

厳しいのではないかと思うのですが、いか

がでしょうか。 

 その２点をお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず１点目の

職員個々の時間外の総時間数とグループ制

の関係でございます。グループ制導入のと

きに、平準化をするという目的も含めてグ

ループ制を導入させていただいたところで

ございます。今、議員がおっしゃるとお

り、結果的には一部のところに偏りが見ら

れるのも事実だろうと思っております。た

だ、そういったところにつきましては、期

間が限定された中で業務をこなさなければ

いけないところもございます。 

 これを平準化するために人数をふやせば

時間外数が減るかというと、必ずしもそう

ではないということも現状としてあると考

えております。ただ、人数をふやすことに

よってこの時間外が平準化できるところに

ついては、そのように考えていかなければ

いけないと思いますが、全てがそういう状

況ではないということも御理解をいただき

たいと考えております。 

 ただ、今、組織機構の見直しを進めてい

まして、その中で、このことも含めて検討

をしているというところで、グループ制の

あり方、事務分掌のあり方を含めて検討を

している最中でございます。 

 いずれにしても、職員の時間外について

は、抑制を図るといいますか、適正な形で

勤務をこなしていただくということが職員

の健康管理にとっても大事だろうと思って

いますので、そのことを含めて機構につい

ての話も今後進めていきたいと考えてござ

います。 

 二つ目の健康診断の結果がＣ以下の職員

が７４％を超えて存在しているというとこ

ろについては、基本的には好ましい数字で

はないと考えております。 

 労働安全衛生委員会の中でもさまざまな

形で協議をさせていただいてございますけ

れども、職員の健康管理を含めてどうして

いくかということも、先ほどの機構の中で

考えていかなければいけません。トータル

的に考えなければなかなかできないことだ

ろうと思っていますし、職員個々の健康管

理のあり方についても、意識の持ち方につ

いても、きちんと指導していくことが必要

であろうと考えております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 一つ、グループ制

については、議会の中からもいろいろな意

見が実は出ている問題です。現実の仕事

は、忙しい人に頼んだほうが早いというこ

とになって、集中していく可能性を持って

いる中で、どのように偏りをなくすかとい

うことについても研究中だということであ

りますので、その点はさらに研究していっ

ていただきたいと思います。これは要望で

す。 

 もう一つは、治療を要するメンバー、精

密検査を要するメンバーが検査を受けたメ

ンバーのうち５１.５％の１１５人を数えて

いるということも含めて、改めて、休むと

き、仕事をするときなども含めた健康管理

をぜひよろしくお願いしたいということを

申し上げて、終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１２款職

員給与費を終わります。 

 次に、１３款予備費、２２２ページから

２２３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１３款予備費を終わります。 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わりま

す。 

 次に、歳入に入ります。 
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 歳入は、一括して２０ページから７５ペ

ージまでの質疑を許します。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 予算書の４５ペー

ジになります。 

 教育費負担金、社会教育費負担金のう

ち、元町８遺跡発掘調査負担金２９０万円

について、８遺跡の調査場所はどこなの

か、それから、調査の目的及び負担金の支

出先について御説明願います。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） お答えした

いと思います。 

 教育委員会の説明資料の３３ページにな

ります。 

 まず、元町８遺跡調査場所については、

別紙資料として地図をおつけしましたの

で、御参照ください。 

 それから、調査目的及び負担金の支出先

についてですけれども、調査目的としまし

ては、ＮＴＴドコモ北海道支社が美幌町元

町に携帯電話基地局を建設するという計画

があり、その建設予定地周辺に埋蔵文化財

包蔵地、これは遺跡が過去に登録された場

所のことを言いますが、それが存在するこ

とから、文化財保護法に従い、平成３０年

度に試掘確認調査を行いました。その結

果、遺構が確認されたことから、２０１９

年度に本発掘調査を行うものです。 

 それから、負担金の支出先ですけれど

も、負担金２９０万円については、文化財

保護費、各会計予算書２０７ページに書い

てあるものに充当するものです。 

 負担金は、開発事業者、ＮＴＴが発掘調

査に伴う経費を全額負担する形となり、そ

の支出内訳先については、次のとおりで

す。 

 共済費６万２,０００円、賃金２０１万

３,０００円、需用費３８万円、うち消耗品

費１７万６,０００円、燃料費６,０００

円、印刷製本費１９万８,０００円、使用料

及び賃借料３７万円、うち自動車等借り上

げ料２０万７,０００円、機械等借り上げ料

１６万３,０００円、それから、原材料費７

万５,０００円となっております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） ２点だけ確認させ

てください。 

 こういう開発行為に伴う事業というのは

大体どのぐらいの頻度で行われているの

か。数年に一回ぐらいだと思うのですけれ

ども、もしわかれば教えていただきたいと

思います。 

 今回、たまたまの会社法人が見つけたと

いうことで負担しますけれども、例えば、

個人事業主が家を建てるときにもし出てき

たといった場合は個人負担になると思うの

ですけれども、個人負担だとすれば、過去

に負担された経緯があるのかどうか、この

２点について確認をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 博物館主幹。 

○博物館主幹（鬼丸和幸君） 開発行為が

毎年どのくらいかということですが、大ざ

っぱな言い方で申しわけありませんけれど

も、毎年、数件程度は必ずあります。 

 負担についてですけれども、発掘調査と

いうことになりますと、基本的に部外者負

担という規則があります。本当は開発当事

者が全額負担という形になりますが、それ

が個人や零細企業などが開発主体者となっ

た場合に、お金の関係もありまして、一

部、国の補助であったり、地方自治体の補

助であったりということが認められる場合

があります。 

 美幌町の場合、過去を見ても大部分は企

業体などが主体になってきておりますの

で、大方は部外者負担にのっとって、本発

掘調査につきましては全て原因者が負担す

る場合が多いということになっておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり
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ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 予算書の６３ペー

ジ、ふるさと寄附金についてお伺いします

が、通告しております部分について、既に

わかっているところがあるので、割愛いた

しまして、美幌町から他の市町村へのふる

さと寄附金が行われて、結局、ふるさと寄

附金のトータルで言えば、美幌町はプラス

かマイナスかという点を見ておきたいとい

うことで質問をしているわけですが、その

部分についての御説明をいただければと思

います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの御

質問でございますが、資料にあるとおり、

まず、平成２７年から２９年までの他市町

村への寄附金の流れを書いております。逆

に、受け入れた金額も資料に記載しており

ますが、その差につきましては、現在、美

幌町にとってはプラスになっているという

ところでございますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 確認いたします

が、美幌町から他市町村への寄附金額につ

いて、例えば平成２９年は流れたと思われ

る人数で言えば１２５人で、その金額は１,

１１７万８,０００円と押さえることができ

るのか、できないのかということです。 

 実は、欄外に、人数及び件数について

は、美幌町への寄附も含まれた数字となっ

ているとなると、引けないのです。単純に

考えますと、平成２９年度で見た場合に、

美幌町へのふるさと寄附金の金額は２,８７

８万３,０００円で、美幌町から他市町村へ

流れた寄附金は単純に考えて１,１１７万

８,０００円であれば、差し引き、美幌町と

しては１,７６０万５,０００円がプラスと

なっていると考えたいのですが、平成２９

年の数字の下に書いている摘要欄があれば

単純に引けないことになるのです。そうい

うことではない、単純に引いていいという

ことであれば一目瞭然でわかるのですが、

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 下のほうにも

書いておりますが、これは税上の寄附金の

関係で調査をしたものでございますので、

必ずしも美幌町から他市町村への寄附金と

いうよりも、寄附金の控除額としてこの金

額ですということでございますので、美幌

町への寄附金も入った金額ということで御

理解をいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 平成２９年度の寄

附金を受けた金額と件数は、美幌町がふる

さと寄附金によって利益を受けていると考

えられるのです。では、美幌町の人が根室

市とかいろいろなところに寄附したことに

よって、本来、美幌町に納めるべき税金が

控除になって、一方では損失を受けている

ということもあると思うのです。これを差

し引いて、ふるさと納税は美幌町にとって

は大いにこの制度を活用すべきだと言える

のか、それとも、やめたほうがいい、これ

では美幌町の財政にとってはマイナスだと

いうふうに整理して考えたいので、美幌町

から他市町村への寄附金額では整理できな

いとすれば、どのように考えたらいいの

か、なお御検討をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） もともと、ふ

るさと寄附金の制度が住んでいる自治体に

納めるべき税金を他の自治体に支払うとい

うことでございます。その中で、２,０００

円だけを残してということになりますの

で、上限は課税された額となっています。 

 そういった意味からいけば、上回ってい

る場合については、ある程度のメリットが

あるのだろうと思います。ただ、先ほども

資料の中でありましたけれども、平成２９
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年度でいけば２,８００万円ほどのふるさと

寄附金が美幌町の収入でありまして、これ

に係る返礼品が３割か４割かかっているわ

けですから、言い方が悪いですけれども、

現金としての美幌町の収入については、そ

の分を引かなければいけないだろうと考え

てございます。 

 ですから、美幌町にふるさと寄附金を多

くいただける取り組みをすることが一番い

いのだろうと考えております。美幌町から

ほかの市町村へという方は、美幌町に越し

てきて自分のふるさとを思ってやられる方

もいらっしゃるでしょうから、その辺は一

概に何とも言いませんけれども、美幌町と

しては、ふるさと寄附金を多くしていただ

ける手法を考えていくことが必要なのだろ

うと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） ６１ページの有

価証券売払収入５,５２０万円の積算内容及

び収入経過について御説明いただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまの有

価証券売払収入の関係でございますが、国

土交通省は、旭川市、帯広市、北海道とと

もに、民間のノウハウを生かして道内７空

港の利用促進、サービス向上を図るため、

平成３２年から、国が管理する四つの空港

を運営する権利を民間に委託し、民間事業

者による滑走路や空港ビル等の一体運営を

することを決定し、事業の概要等を定めた

実施方針を策定いたしました。いわゆる道

内７空港の民営化でございます。 

 女満別空港においても、滑走路等の移行

は最終的に平成３３年３月ごろの予定とな

っておりますが、本町も株主として経営に

参画しております女満別空港ビルの運営移

行は平成３１年度中の予定となっておりま

す。 

 民間委託に伴いまして、空港ビルの株式

においても、新たな運営会社、これはまだ

決まっておりませんけれども、決まった運

営会社に譲渡することとなり、本町が持つ

株式の譲渡価格については次のとおりとな

っております。女満別空港ビル株式会社が

発行している株式は全体で８,０００株ござ

います。そのうち、本町が保有している４

００株を１株当たり１３万８,０００円で売

却するということで、金額が５,５２０万

円、この分を予算で計上しております。 

 一方、購入したときの価格ですが、昭和

５９年１月８日に取得したものですが、４

００株を１株当たり５万円で購入して、２,

０００万円で買っているところです。 

 この差し引きが３,５２０万円という状況

でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 譲渡先について

は、今のところは不明ということですね。

それから、譲渡時期についても同じく不明

ということですね。譲渡価格の積算根拠は

どういうことになっているのですか。相手

が決まらないうちに価格が決まっていると

いうのはどういう理屈なのかと思っており

ます。説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（平井雄二君） 橋本議員の御質

問は、１３万８,０００円の譲渡価格がどう

いう根拠に基づいているのかということか

と思います。 

 譲渡価格を定めるに当たっては、これは

上場株式ではありませんので、価格はない

のです。問題は、株の価値を一体幾らに定

めるかということです。具体的には、株価

の提示は国と道が中心となって積算をして

株主に提示していただきました。 

 その考え方は、今回、道内７空港が同時

に民営化を図るということで、それぞれ空

港ビルもあるものですから、その価格をま
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ず定めなければいけないということで、こ

の株価については、どこの空港のビルも同

じ手法を用いるべきだということで、全て

ＤＣＦ法という方式をとっております。 

 これはどういう方式かというと、まず、

過去の価値と、将来の計画、将来価値を最

初に出します。収入としては、減価償却費

とか営業利益、支出としては、設備投資と

か税金を相殺いたしまして、将来のキャッ

シュフローを定めて、最終年度の契約を結

びますので、例えば、３０年なら３０年、

５０年なら５０年という契約を結びますの

で、その周期の価値を幾らぐらいに予想す

るかということで、この事業価値から株式

価値を見出すということで、この積算に当

たっては、具体的に女満別空港ビルで申し

上げますと、株式の価値としましては、空

港ビル株式会社自体が現金、預金、また、

ここはたまたま道債を持っておりますの

で、これらを合わせて４億２,２００万円、

それから、現在の事業価値が８億円です。

それから、今度は差し引く経費の部分とし

て、職員の退職給付引当金として８００万

円、有利子負債として１億１,０００万円を

差し引いた残りが１１億４００万円と積算

したところであります。 

 それによりまして、発行している株は全

部で８,０００株ありますので、これを割り

返すと、１株当たり１３万８,０００円とい

う価格でいかがでしょうかということで、

株主全員に当たりまして、よろしいのでは

ないかということでした。当時は１株５万

円でありましたので、株主にとっては約３

倍弱ぐらいになったということで、高けれ

ば高いほどいいのですが、余り高く言う

と、実際にこれを民営化するときには、受

ける側としては資金を必要としますので、

ここの経営に影響を与えるということもあ

るため、余り高くするとまた影響が出ると

いうことで、１３万８,０００円の提示に対

して株主それぞれがよしとしたということ

で決定したところであります。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 中身の複雑な流

れについてやっとわかったのですけれど

も、これは、美幌町だけではなく、北見市

も網走市も大空町も同じような１３万８,０

００円の配当を受けることになると思いま

すので、これ以上、何も言うことはないと

いうことで、了解いたしました。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 予算書の６９ペー

ジ、諸収入の雑入の学校給食費について端

的にお聞きしします。 

 平成３１年度の学校給食費の小学校及び

中学校の積算方法と、その結果の給食費の

合計と、この間の滞納状況についてお示し

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（岩田憲次君） 御質問に

お答えいたします。 

 学校給食費の積算方法ですが、各学校の

各学年ごとの児童生徒数及び教職員の人数

に年間給食提供回数を乗じて算出しており

ます。内訳につきましては、別紙資料をご

らんいただきたいと思います。 

 なお、過年度給食費は年間徴収額を４０

万円として計上しております。 

 また、過去５年分の滞納状況につきまし

ても、別紙資料をごらんいただきたいと思

います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 一番新しい決算年

度で言えば平成２９年度で、現年度の滞納

額が４０万３,０００円ほどということであ

りまして、多分、７,０００万円程度の積算

の中での４０万円ということですから、一

定の割合かなということで押さえておきた

いと思います。年々減ってきているという
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状況はうかがえます。 

 確認しますが、当然、ここの滞納には要

保護、準要保護の給食費は含まれていない

ということでよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（岩田憲次君） おっしゃ

るとおり、要保護、準要保護の給食費は含

まれておりません。ただ、過去、そうなる

前に滞納していた部分はお答えできません

が、それがあるかと存じます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） ４７ページの使用

料及び手数料の学童保育所利用料の積算及

び減免の部分について、簡単に御説明いた

だければと思います。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（多田敏明君） お答えい

たします。 

 まず、学童保育所の月額利用料ですが、

表にありますとおり、生活保護法による被

保護世帯と町民税非課税世帯につきまして

は無料としております。そのほかの世帯に

つきましては、１月及び８月、これは冬休

み、夏休み期間中でありますけれども、こ

の月につきましては７,２００円としてお

り、その他の月につきましては４,８００円

としております。 

 減免等の措置もあり、１カ月の開所日数

の２分の１以上連続して利用しなかった場

合は半額としており、１カ月の開所日数の

全部を利用しなかった場合は全額免除とし

ております。 

 また、月の途中の入所につきましては、

その月の１６日以後に入所した場合は半

額、途中退所につきましては、その月の１

５日以前に退所した場合は半額としている

ところです。 

 次に、新年度予算の積算内訳であります

けれども、利用月の区分に応じた月額利用

料と利用者の延べ人数によって記載のとお

り積算しております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 積算が月によって

若干違うのと、免除は１カ月及び半月単位

という中身の説明をいただきました。 

 美幌町には、毎日毎日で働いて日当を得

ている人が結構いらっしゃって、日々を単

位として生きているので、仕事はほとんど

ないけれども、子供を預けなければならな

い、ところが、月単位あるいは半月単位と

いうことで困るのだという声を今まで聞い

たことはありますか。あるいは、そういう

ことで議論した経過がありますか。そのこ

とだけお聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（多田敏明君） 日割りと

いうことになろうかと思いますけれども、

基本的には、保護者から連続ではなくて日

割りということでの要望はほとんどないの

が現状であります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で、歳入の質

疑を終わります。 

 これで、議案第１３号平成３１年度美幌

町一般会計予算についての質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１５時１５分といたします。 

午後 ２時５７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第１４号平成３１年度美幌町国民健

康保険特別会計予算について、歳入歳出一

括して質疑を許します。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ３１１ページ、国
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保市町村事務処理標準システム対応プログ

ラム改修委託料７７０万円の改修内容全般

について説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 御答弁申

し上げます。 

 平成３０年度より都道府県が財政運営の

責任主体となり、市町村とともに国民健康

保険運営を担うこととされたことから、国

が国保市町村事務処理標準システムを開発

し、市町村に無償配布することとされまし

た。 

 自庁システムから、コーカスになります

が、国が開発した国保市町村事務処理標準

システムへ、宛て名データ、国保情報、収

納情報のデータ移行に係る改修経費として

４３４万５,０００円、自庁システムと国保

市町村事務処理標準システムのデータ連携

に係る改修経費として３３５万５,０００円

で、合計７７０万円となります。 

 改修前のシステムとの比較についてです

が、国が開発した国保市町村事務処理標準

システムを新たに導入するもので、自庁シ

ステムで入力した情報が自動的に国保市町

村事務処理標準システムへ反映されるもの

です。 

 国と道では、今後５年間での導入につい

て財政支援することとしており、平成３２

年度から導入する市町村に対しましては、

国５０％、道４０％が調整交付金として交

付されますので、国保会計持ち出し分とし

ましては７７万円となります。 

 以上、御説明しましたので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ３１１ページの道

クラウド構築負担金１,３４９万２,０００

円の事業内容について御説明いただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 御答弁申

し上げます。 

 平成３０年度より都道府県が財政運営の

責任主体となり、市町村とともに国民健康

保険運営を担うこととされたことから、国

が国保市町村事務処理標準システムを開発

し、市町村に無償配布することとされまし

た。 

 この標準システムと北海道国保連合会の

北海道クラウドがコンピューターネットワ

ークを経由してコンピューター資源を共同

利用するための負担金となります。 

 北海道クラウド構築負担金１,３４９万

２,０００円の内訳ですが、負担金が１,２

７１万円、データ移行にかかる経費が６１

万２,０００円、データセンターとの連携に

係る経費が１７万円となっております。 

 国と道では、今後５年間での導入につい

て財政支援をすることとしており、平成３

２年度から導入する市町村に対しまして

は、負担金として国５０％、道４０％、デ

ータ移行にかかる経費として国１００％、

データセンターとの連携に係る経費として

道１００％が調整交付金として交付されま

すので、国保会計持ち出し分としては１２

７万１,０００円となります。 

 追加ライセンス負担金８７万円ですが、

北海道クラウドでは、１０ライセンスまで

は無料で使用することができますが、医療

給付担当７ライセンス、戸籍年金担当８ラ

イセンス、課税担当９ライセンス、納税担

当６ライセンスの合計３０ライセンスを使

用することから、２０ライセンス分に係る

追加負担金で、１ライセンス当たり４万３,

４９２円となりますが、国５０％、道５

０％が調整交付金として全額交付されま

す。 

 道クラウド構築の目的と効果についてで

すが、北海道には多くの市町村があり、被

保険者が少ない小規模保険者が約６割を占

めており、また、被保険者数が年々減少し

ていることと、６５歳から７４歳までの被
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保険者が全体に占める割合が４０％を超え

ており、高齢化が急速に進んでいる状況か

ら、将来へと続く安定的な国保運営を図る

ため構築されたもので、国保事業の標準

化、統一化の実現、システム改修及び運用

費用の抑制など、国保事務の効率化が図ら

れるなどの効果があります。 

 道クラウド構築に係る美幌町の費用につ

いてですが、国保市町村事務処理標準シス

テム対応プログラム改修委託料７７０万

円、国保市町村事務処理標準システム連携

保守委託料１１万円、道クラウド構築負担

金１,３４９万２,０００円、道クラウド追

加ライセンス負担金８７万円で、合計２,２

１７万２,０００円となります。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今回のシステムの

導入の中身がよくわかりました。 

 先ほどの説明では、国や道の調整交付金

ということで、歳入予算書で見ると、それ

らの交付金等というのは、道支出金の中の

医療費の分かと思って見ていたのですが、

どこに計上されているのか、御説明いただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 予算書の

歳入、国保会計の３０１ページになりま

す。 

 道支出金、道負担金の保険給付費等交付

金でございまして、３０１ページの特別交

付金の上から二つ目が国から交付される２,

８７０万３，０００円、その下の道２号繰

入金分の１,７２９万６,０００円のうち、

８７６万８,０００円を収入として受けるこ

とになっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） システムが変わ

るということでの説明だったので、負担金

を国と道で見てくれますという意味はわか

りました。 

 しかし、その下の北海道クラウドのライ

センスという形になると、自治体に直接的

にどういう影響があるのかという思いがあ

りますので、そこら辺をもう少しわかりや

すく説明していただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） このライ

センスというのは、端末機械を１台置くこ

とについてのライセンスでございます。人

数分の機械と窓口に置く機械で合計３０ラ

イセンスが美幌町では必要ということでご

ざいます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） それは、美幌町

の窓口に置くという理解ですか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 担当者に

各１ライセンスと、窓口には、戸籍で１ラ

イセンス、医療給付で１ライセンス、納税

と課税で各１ライセンス、これは窓口の４

台分でございます。 

 あとは、担当者が操作するものでござい

ます。（「今の説明はわかるのですけれど

も、具体的なことがなかなか、もう少しわ

かりやすく」と発言する者あり） 

○議長（大原 昇君） もう少しわかりや

すく説明してくださいということでありま

す。 

 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） コンピュ

ーターの端末でございます。台数と言えば

よろしいのでしょうか。ウインドウズとか

マイクロソフトを使うということで、１台

につき幾らというのがかかりますので、そ

れと同じでございます。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 
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○民生部長（高崎利明君） 今、実際に職

員はコンピューターを１人１台ずつ使って

おりますけれども、このシステムを使うた

めには、その１台に対して一つのライセン

スがないと使えないということでございま

すので、職員の使用するそれぞれの電算端

末に、ライセンスを取得して導入するもの

でございますので、御理解願いたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ３１５ページの療

養給付事業、１４億９,７５８万３,０００

円の増減理由だけを簡単に御説明くださ

い。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 療養給付

費が前年度当初予算額と比較して減少した

理由といたしましては、１人当たりの療養

給付費は増額で見込んでおりますが、被保

険者数が減少していることから、療養給付

費の総額は減額で見込んでおります。減額

の額は３,６８２万１,０００円となってお

ります。 

 以上、御説明しましたので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 予算書の３２７ペ

ージです。 

 がん検診にかかわって、相当の医療費が

かかるものに対してどう切り込んでいるの

かということを知りたいので、本年度の見

通しも含めて、２億円前後のがん治療費に

対して検診等を通じて医療費総額をどう縮

めようとしているのかという部分について

御説明いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 御答弁申

し上げます。 

 国保がん検診の受診者数及びがん疾患に

係る総医療費でございますが、記載のとお

りとなっております。 

 平成２５年度で、受診者数合計２,２２５

人、総医療費は１億７,３００万円、平成２

６年度で、２,０６８人、総医療費は２億８

万３,０００円、平成２７年度で、２,２３

０人、総医療費１億７,８５５万１,０００

円、２８年度で、２,３６９人、総医療費２

億１,６４０万５,０００円、２９年度で、

２,１６０人、総医療費２億８８７万３,０

００円となっております。 

 御質問の医療費の抑制につきましては、

データヘルス計画の数値になりますが、平

成２８年度で糖尿病が１億円を超えてお

り、慢性腎不全も年度によっては１億円を

超えております。 

 がん疾患につきましては、疾患別での医

療費となっておりますので、１億円は超え

ておりませんが、がん疾患全体で見ます

と、過去５年間は２億円前後で推移してお

りますので、多くの医療費がかかっている

と認識しております。 

 抑制対策としましては、がん検診の受診

率の向上、糖尿病などの生活習慣病に着目

して実施しております特定健康診査の受診

や保健指導などが重要だと考えており、引

き続き受診率向上対策を行っていきますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、御答弁しましたので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

４号の質疑を終わります。 

 議案第１５号平成３１年度美幌町後期高

齢者医療特別会計予算について、歳入歳出

一括して質疑を許します。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ３６７ページ、後

期高齢者医療広域連合市町村保険料等負担

金、２億７,９９３万３,０００円の負担金
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の内訳についてお知らせ願います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 御答弁申

し上げます。 

 美幌町が北海道後期高齢者医療広域連合

に納付する被保険者の保険料でございま

す。 

 後期高齢者医療広域連合市町村保険料等

負担金２億７,９９３万３,０００円のう

ち、２億３２７万６,０００円につきまして

は、平成３１年度後期高齢者医療保険料見

込み額を計上しております。特別徴収保険

料として１億４,４５９万５,０００円、普

通徴収保険料として５，８４７万９,０００

円、滞納繰越保険料として２０万円、前年

度繰越金１,０００円、延滞金１,０００

円、残額の７,６６５万７,０００円につき

ましては、低所得者などの保険料軽減分に

対する公費補塡、保険基盤安定分であり、

北海道後期高齢者医療広域連合より示され

た額を計上しております。 

 以上、御説明しましたので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

５号の質疑を終わります。 

 議案第１６号平成３１年度美幌町介護保

険特別会計予算について、歳入歳出一括し

て質疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ４０９ページから

４１１ページにかけての保険給付費です

が、１７億２,６００万３,０００円という

ことで、当初予算と前年決算見込みでの主

な増減理由について御説明いただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 詳細につきましては、別添資料のとおり

であります。 

 次の７ページで御説明させていただきま

す。 

 平成３１年度予算につきましては、第７

期介護保険事業計画、平成３０年度から３

２年度の計画値に基づき、それぞれ計上し

ております。それぞれの給付事業ごとにサ

ービス費を掲載しております。 

 主な増減理由でありますが、居宅介護給

付事業の一番上の訪問介護、ホームヘルプ

は、利用者がふえており、増額となってご

ざいます。 

 次に、上から８行目の短期入所生活介

護、ショートステイになりますが、介護度

が高くなることや利用者がふえることによ

り増額となっております。 

 次に、真ん中の施設介護サービス給付事

業につきましては、入所者の介護度が高く

なること及び住所地特例者の増加を見込み

増額となってございます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 重立った事業の増

減についてはわかりました。 

 予算の参考資料で要介護認定の推移を見

ると、一番重い要介護５が前年対比で２４

名ふえているということで、ここは約２割

増しです。１から４の間というのは、多少

の増減はありますが、こういう状況を考え

ていくと、国は、在宅介護ということで、

そういうことを指導しながらいろいろなこ

とを言っていますけれども、実態は在宅で

の家族の介護ができないという状況は、私

も町民から多数聞きますので、現状、特別

養護老人ホーム、老人保健施設、認知症の

グループホームの待機の現状について、行

政側で把握しているものがあれば参考に教

えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） ただいま手元

にございませんので、後ほど回答させてい
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ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 待機者というの

は、それぞれの施設だと重複するかと思い

ますので、もし実希望者を行政側で把握し

ていれば、それもあわせて後ほど御説明い

ただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） ただいまの御

質問ですが、重複はかなりありますので、

調べるにはかなり時間がかかると思いま

す。今しばらくのお時間をいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ４１１ページ、特

定入所者介護サービス費、７,９４９万７,

０００円の事業についての詳細内訳をよろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 介護保険３施設、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護療養型医療施設やシ

ョートステイ、短期入所生活介護、短期入

所療養介護を利用する方の食費と部屋代

は、御本人による負担が原則であります

が、低所得者の方につきましては、食費と

部屋代の負担額を所得に応じて減額し、減

額した不足分を特定入所者介護サービス

費、いわゆる補足給付として施設側に給付

することにより、利用者の負担軽減を図る

ものでございます。 

 積算内訳ですが、第７期介護保険事業計

画の計画値に基づく計上でありまして、平

成２９年度のサービス実績値に認定者の伸

び率を乗じて積算しております。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ４１３ページの介

護予防・生活支援サービス等費の４,６４３

万１,０００円について、増減理由のみで結

構ですので、御説明いただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 増減理由としましては、軽度認定者、要

支援１、２及び事業対象者がふえたことに

よる増額でございます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） ４１３ページの

地域包括支援センター運営委託料３,２７３

万２,０００円で、総合相談支援事業に係る

積算内訳及び相談件数について、平成２９

年度と平成３０年度見込みをお知らせくだ

さい。また、高齢者虐待の相談件数につい

て、平成２９年度と３０年度の見込みにつ

いてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 美幌町地域包括支援センターの運営委託

につきましては、職員人件費及び事務経費

等について予算計上するものであり、積算

内訳は次のとおりでございます。 

 人件費６名分が２,７４２万５,０００

円、電算システム費が２５万４,０００円、

研修・会議費が１０２万１,０００円、事務

事業費が４０３万２,０００円となっており

ます。 

 相談件数でございますが、平成２９年度

は１,４３５件、３０年度の見込みは１,０

９４件となってございます。 

 高齢者虐待の相談件数は、平成２９年度

は１３件、３０年度は８件の見込みとなっ

てございます。 
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 以上です。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 総合相談となっ

ていますので、例えば、平成２９年度の１,

４３５件の中には、ざっとでいいのですけ

れども、どういう相談が含まれているの

か。また、高齢者虐待の相談件数ですが、

これは、自分で言ってきたのか、それとも

近所からの通報なのか、その辺のところが

わかればお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） まず、相談件

数でございますが、地域包括支援センター

は高齢者を担当しておりますので、高齢者

からの生活相談が主なものになっておりま

す。例えば、病気になって介護保険を使い

たいのだけれども、どうしたらいいだろう

というのが主なものでございます。 

 次に、虐待ですが、平成２９年度にあっ

た１３件のうち、警察署が２件、担当のケ

アマネジャーが３件、あとは御家族等々か

らの相談ということでございます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） だんだん高齢化

が進み、介護とか病気のこととか、高齢者

が相談したいという件数がふえていると思

うのです。この辺で、いかに相談しやすい

体制をつくってあげるかということが自分

の家で暮らすということにすごくつながる

と思いますので、相談しやすい体制づくり

に進んでほしいと思っています。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 御指摘のとお

りでございまして、地域包括支援センター

も徐々に浸透してきておりますが、まだ若

い方には浸透されておりませんので、年に

４回、各自治会に「ぽけっと」という広報

誌も配っていますし、ほうほうというキャ

ラクターもつくっておりますので、その辺

もＰＲしながら進めていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ４１５ページ、

認知症施策推進事業、認知症初期集中支援

チーム委託料の１０３万７,０００円の事業

内容についてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 介護保険法に基づき、認知症初期集中支

援チームの設置が義務づけられた事業であ

り、美幌町は、平成３０年４月から、北見

赤十字病院、認知症疾患医療センターへの

業務委託により取り組んでおります。 

 具体的には、専門職で構成する支援チー

ムが医療や介護につながっていない認知症

が疑われる人、または、認知症本人やその

御家族を訪問いたします。その後、認知症

の専門医、サポート医と言われる先生によ

ります鑑別診断等を踏まえた観察・評価を

実施した後、医療機関の受診や介護サービ

ス利用の支援、あるいは、認知症の状態に

応じた助言等により、安定的なサービス支

援につなげる取り組みを行っております。 

 チームの構成でございます。 

 認知症サポート医、認知症看護認定看護

師、精神保健福祉士、保健師、社会福祉士

となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 内容的にはわか

りました。 

 ただ、北見赤十字病院への業務委託とな

りますと、美幌町は支援チームがあるのだ

ろうと思うのですけれども、例えば、その

支援チームは介護につながっていない認知

症をどのようにサポートしたり、そこに住
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んでいる人たち、というのは、今、独居で

住んでいて、本人は認知症と感じていない

人たちもいるだろうと思いますけれども、

そういう人たちをどういうふうにキャッチ

するかということも大事な仕事だと思うの

です。 

 例えば、北見赤十字病院の業務委託にな

ることによって、美幌町のメンバーはどの

ような活動ができるのか、そういう作業を

どうするのかというところがわからないの

で、わかる範囲内で説明いただければと思

います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 まず、地域包括支援センターに高齢者の

情報がありますので、こちらから疑われる

方についていろいろなネットワークを使っ

てピックアップしております。その中で、

基本的にはこちらからアプローチしまして

病院受診を促しますと、大体の方は、御家

族の協力もありますけれども、病院受診に

つながっております。 

 そういう方たちは大丈夫なのですが、頑

固な方や聞く耳を持たない方につきまして

は、私どもにノウハウがありませんので、

先ほど申しました日赤の認知症看護認定看

護師がキーマンとなります。そういう方が

もしいらっしゃいましたら、このキーマン

を美幌町に呼んで、私どもの職員と一緒

に、２日置きとか１週間置きに集中的に訪

問いたします。これが集中という意味です

が、その情報を踏まえた中で、ある程度の

データができましたら、北見日赤に出向い

て、認知症サポート医の先生に評価をして

もらってということを何度も何度も繰り返

して、最終的には医療機関なりに結びつけ

るということです。 

 ６カ月以内にするという取り組みで、今

は始まったばかりで、まだ医療機関にはつ

ながっていませんけれども、かなりいい感

じで進んでいる方もいるという状況でござ

います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 答弁の内容を聞

いて、十分理解できる内容になっていると

思いますし、本当にいい取り組みをされて

いると思います。 

 ただ、気になっていたところは、北見市

のほうに集中的にそういうメンバーが配置

されているということであれば、美幌町に

出向いてもらう人たちがふえることによっ

て、そういう機会も少なくなるのではない

かという心配もしないわけではないです。

その人たちがしっかり取り組んでいただけ

れば、美幌町の認知症で独居されている方

も対応しやすくなると思っていますので、

期待をしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 御指摘のとお

りでございます。 

 将来的には、地元でチームがつくれるよ

うに努力してまいります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） ４１５ページ

の配食事業運営委託料３０８万９,０００円

の積算内容、件数及び申請資格についてお

伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 御質問の委託料の積算内訳は、以下のと

おりでございます。 

 配食代が１４４万８,０００円、月に６０

３食であり、年間では７,２３６食となりま

す。次に、運転手代が１２６万円となりま

す。次に、車両燃料費が３台分の１５万３,

０００円です。最後に、事務費、備品購入

費を含む２２万８,０００円となります。 

 申請資格につきましては、おおむね６５

歳以上の一人暮らし、夫婦または高齢者の
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みの世帯及びこれらに準ずる身体障がい者

等の世帯で、食事をつくることが困難な世

帯の方となります。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 配食数ですけ

れども、平成３０年度と３１年度「では、

今回は３食分だけふえておりますが、６５

歳以上の方から、配食をしてもらえたら助

かるという声をこのごろお聞きしていま

す。 

 配食事業の周知はどのように行っている

か、お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 周知方法でご

ざいますが、特に大きな周知はしておりま

せん。 

 ただ、先ほど議員のお話のとおり、口づ

たいに、いいよ、いいよということで、私

どものほうにお問い合わせをいただいて、

サービスにつながっているということがあ

ります。 

 ただ、周知を完璧にしているわけではご

ざいませんので、今後、あらゆる場面、例

えば老人クラブの連合会などを通して周知

を図っていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 同じページの任

意事業のところですが、シルバーハウジン

グの生活援助員派遣業務委託料のことにつ

いてお話しください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 御質問の委託料の積算内訳は以下のとお

りでございます。 

 人件費、生活援助員２名分で７４１万

円、運営経費で７０万３,０００円、諸経費

で１１１万２,０００円となってございま

す。 

 業務内容につきましては、道営新町公営

住宅１２戸と旭公営住宅３０戸の高齢者世

話付住宅、シルバーハウジングと言われる

住宅ですが、こちらの相談室に生活援助員

各１名が一定時間常駐し、入居者の生活相

談、安否の確認、緊急時の対応、関係機関

との連絡、その他日常生活上必要な援助な

どの在宅生活を支援する業務となってござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。 

○１３番（古舘繁夫君） 大変なお仕事だ

と思います。 

 そこで、人件費にある２名の援助員とい

うのは、何か資格が必要とされている方な

のか、それから、お住まいの方との人間関

係といいますか、例えば、しょっちゅう人

がかわると、信頼関係をつくるのが大変な

こともあると思うのです。その辺は、わか

る範囲で、人件費についてはどうなのかと

いうことについてお願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 まず１点目の資格要件等でございます

が、当然、介護サービスに精通している方

がよろしいわけでありまして、現在はヘル

パー資格のある方にお願いしております。 

 それから、御近所づき合いでございます

が、実は、毎日、朝と夕方には必ず安否確

認をして、そこでお話をしたり、また、集

会室がありまして、物づくりをしたり、食

事をしたり、私も見たことありますが、家

族ぐるみのような雰囲気で、非常に和やか

な感じでされておりますので、信頼関係は

十分あるかなと感じております。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 
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○８番（岡本美代子君） ４１５ページの

扶助費、成年後見人報酬扶助、１３４万４,

０００円の積算内訳及び前年度の実績見込

みをお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 美幌町成年後見制度利用支援事業実施要

綱によりまして、在宅生活者に係る報酬の

上限額２万８,０００円を４名分計上してお

ります。積算内訳につきましては、４名掛

ける２万８,０００円掛ける１２カ月分の１

３４万４,０００円となります。 

 なお、前年度実績見込みは３名分の５４

万円となります。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） これは、新しい

事業というか、そんなに年数がたっていな

いと思うのですけれども、在宅生活者のお

金の出し入れをしてあげるという事業です

よね。報酬の限度は２万８,０００円とのこ

とですけれども、利用者の負担というのは

どうなのでしょうか。例えば、１回幾らな

のか、１カ月幾らなのか、利用者の負担と

いうのはないのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上

げます。 

 こちらの２万８,０００円につきまして

は、基本的には、申請者が成年後見人や保

佐人、補助人に報酬費を払うのが通常でご

ざいます。しかし、この制度につきまして

は、生活困窮により費用負担能力が少ない

生活保護受給者や資産及び収入等の状況か

ら生活保護者に準ずる方に対して町がかわ

りに負担するという制度でございますの

で、本人負担はございません。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 先ほどの上杉

議員からの待機者の数字でございますが、

町民の待機者は１１５名となってございま

す。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

６号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第 ９ 号から 

      議案第２０号まで 

○議長（大原 昇君） 議案第１７号平成

３１年度美幌町公共下水道特別会計予算に

ついて、歳入歳出一括して質疑を許しま

す。 

 １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） ４５７ページ、

下水道管渠資材価格調査の委託料というこ

とで、この内容と目的について御説明をお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 御質問にお答

えいたします。 

 下水道管渠資材価格調査業務委託料の業

務内容及び目的についてでありますが、平

成３１年度に工事予定である下水道長寿命
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化計画管渠更新工事の管渠資材の実勢価格

調査を行い、工事価格積算における資材等

の設計単価の適正化を図るための基礎資料

に資することを目的としております。 

 業務内容につきましては、管渠更生資材

の価格調査を調査機関に委託する業務でご

ざいます。 

 なお、社会資本整備総合交付金事業によ

り実施し、補助率につきましては２分の１

でございます。 

 北海道建設部、土木工事積算要領、工事

用資材設計単価策定要領、実勢価格調査に

よる単価策定に準拠しております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。 

○１３番（古舘繁夫君） これから耐震化

ということでこういうお仕事はどんどんふ

えてくるのだろうと思うのですが、私は、

この１００万円についてなかなか理解しが

たかったのです。こうやって１００万円の

お金をかけて資材の価格の調査をするとい

うことですが、業者のみならず、行政側の

皆さんも、物価指数とか、ある一定の価格

はそこそこわかっているのではないかと思

うのです。 

 平たく言うと、１００万円をかけて調査

をすることについて、ちょっと首をかしげ

るのです。適正価格を知りたいという観点

から、お金をかけて価格を調査するという

ことなのでしょうか。なかなか理解しがた

いのですけれども、こんなことだからやる

のだということを教えていただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 業務内容

と価格調査の実施の理由については、ただ

いま建設主幹が答弁したとおりでございま

す。 

 同様の御質問を昨年来の議会でもお受け

いたしまして、担当者会議の中で、美幌町

からの提案として、例えば、北海道でまと

めてこういう価格調査を実施することは可

能ですかという質疑を投げかけたことがあ

ります。北海道としては、各事業体の施設

規模がそれぞれ違うので、北海道としてそ

ういうことを取りまとめることはできませ

んという御回答をいただいた経過もござい

ます。 

 また、昨年度の会計検査院の調査の結

果、価格調査と見積もり価格を比較する

と、見積もりのほうが高くて価格調査のほ

うが安いという指摘もあり、その措置も国

交省に求めているという現状もございます

ので、適正な価格の資料とするためには、

道の積算要領に準拠した取り扱いを町とし

ても進めてまいりたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ４５７ページの

公共下水道管渠維持管理事業、修繕料、１,

５１０万６,０００円の内容について説明願

います。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 御質問に対し

て御回答いたします。 

 本町の下水道は、昭和４８年から管路施

設の建設に着手し、約１６４キロメートル

の管路施設が整備されております。布設か

ら４０年が経過し、老朽化が進んでいる状

況で、老朽化等に起因する事故や機能低

下、停止による下水道使用者への使用制限

等のリスクを未然に防止するための修繕を

行うものでございます。 

 表に示しているとおり、マンホール修

繕、２０カ所の２９９万２,０００円、舗装

修繕、９カ所の１０３万９,０００円、雨水

ます修繕が４カ所の１１万円、管渠閉塞修

繕、９カ所の６６万３,０００円、歩道部公

共汚水ます切り下げ修繕、３６カ所の２２

５万８,０００円、車道部公共汚水ます切り

下げ修繕、１５カ所の１２０万５,０００

円、公共汚水ます取りかえ修繕、１０カ所
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の１７２万７,０００円、雨水マンホールぶ

た取りかえ修繕、２４カ所の５１１万２,０

００円、合計で１,５１０万６,０００円の

修繕料となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 老朽化している

ところについては、年次的に改修工事をや

られているのは理解いたしました。 

 ただ、ここ数年、地震が起きていること

で、テレビのニュースでは、水道、下水道

は相当な被害に遭っていて、その修繕で結

構大変な状況になっているところもありま

すので、こういう老朽化したところの改修

は、年次的にも少し前倒ししながら進める

べきという感じがいたします。 

 ただ、予算が伴うことですので、それも

なかなか難しいとは思いますが、大変な状

況にならないうちに、もう少し早めながら

工事をしてもいいのではないかという思い

だけお伝えしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ４５７ページ、下

水道ストックマネジメント計画策定委託

料、１,２００万円の事業内容について御説

明願います。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 下水道ストッ

クマネジメント計画策定委託、業務内容に

ついてでありますが、今回策定する計画

は、老朽化した下水道管渠について計画的

に点検、調査を行い、その結果に基づき、

管渠等の修繕計画を策定するものでござい

ます。 

 具体的には、重要施設及び布設年度が古

い施設を対象に、管渠内やマンホールの点

検を行い、異常が確認された施設に対して

は、さらに詳細な点検調査を実施し、その

結果に基づき、調査判定基準に従い、緊急

度の判定、診断を行い、修繕改築計画を策

定いたします。 

 この計画策定に際して、平成３１年度に

おいては、これまで整備された約１６４キ

ロメートルの管渠のうち、約２７キロメー

トルの汚水管について、管口テレビカメラ

による管渠内及びマンホール内の点検調査

を行うものであります。 

 事業につきましては、社会資本整備総合

交付金事業により実施し、補助率は２分の

１でございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） わかりました。 

 対象箇所を重点的にやるというのはわか

りました。今回、２７キロメートルと書い

てありますけれども、これからの調査の計

画といいますか、年次計画は今わかるので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 現在、下水道

の計画につきましては、長寿命化計画で進

めているところでございます。これにつき

ましては、平成３２年度までの時限立法に

なっており、それ以降、ストックマネジメ

ント計画に引き継ぎまして事業を行うこと

になっております。 

 今回、管口カメラ等で点検を行い、点検

をした後に、さらに悪い部分については、

次年度に絞り込んで点検を行い、事業を進

めていく状況でございます。 

 今、全体で１６４キロメートルあります

けれども、そのうち、全体の部分について

の計画は持っておりません。古い順番のと

ころから、随時、計画５年をめどにした量

に対して２７キロメートルと設定しまし

て、それに対して進めていくというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 



 

－ 291 － 

○１番（髙橋秀明君） それはわかります

が、１６４キロメートルの現在の対象距離

と、仮にこの事業をして、急遽、すぐに手

当てをしないとだめだという箇所が見つか

る可能性もあるわけで、次年度まで待てな

いという状況が出てくる可能性もあるわけ

です。そういう処置の仕方のところを聞か

せてください。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 現在、長寿命

化計画で、今年度につきましても、平成２

６年から計画しているところについて、随

時進めているところでございます。 

 今回については、平成３２年度のストッ

クマネジメント計画に移行して、その事業

を進めていく上での調査計画となっており

ます。現在、管渠の更新工事につきまして

は、ことしから随時進めているところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） １６４キ

ロメートル全体につきましては、それぞれ

布設年度は違いますので、建設主幹が申し

上げましたとおり、古い順番から点検をし

て、具体的な調査をし、管更生をしていく

ということであります。 

 それから、突発的に出てきた場合という

のは、現在稼働しているので、急にという

ことは考えづらいと思いますけれども、当

然ながら、緊急に対応しなければならない

部分につきましては、補正等のお願いをし

ながら、即時対応してまいりたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

７号の質疑を終わります。 

 議案第１８号平成３１年度美幌町個別排

水処理特別会計予算について、歳入歳出一

括して質疑を許します。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。 

○１３番（古舘繁夫君） ４９１ページ、

個別排水処理費の維持管理費のことについ

てお尋ねいたします。 

 委託料が二千百万何がしでありますけれ

ども、美幌町にはおおむね３００基の個別

排水があると伺っておりますが、これはど

んなふうにして計算されているのかという

ことについてお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 御質問の

施設保守点検委託料及び清掃業務委託料の

積算方法についてでありますが、施設保守

点検委託料につきましては、浄化槽法に基

づき、年３回以上の保守点検が義務づけら

れていることから、本町において、浄化槽

管理士資格を有する事業者から見積もりを

徴し、その単価に対象基数及び年間点検回

数を乗じて算出しております。 

 清掃業務委託料につきましても、浄化槽

法に基づき、年１回以上の清掃が義務づけ

られていることから、本町において、一般

廃棄物の収集運搬業及び浄化槽清掃業の許

可を有する事業者から見積もりを徴し、そ

の単価に各人槽ごとの過去の汚泥引き抜き

量の平均を乗じて算出しております。 

 過去の実績についてでありますが、全３

回の保守点検回数及び金額、浄化槽汚泥引

き抜き量及び金額につきましては、表に記

載のとおりであります。 

 以上であります。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。 

○１３番（古舘繁夫君） よくわかりまし

た。 

 実情、実態について、私は細かい数字を

承知しておりませんけれども、おおむね３

００戸の農家の方々が云々というお話をい

ただきました。その中で、実際に利用され

ていない、また、このように個別排水のシ

ステムがあるのにずっとお留守だとか、お
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家として機能を果たしていないところは、

美幌町内全体の中で個別排水処理の維持と

いうことについては、おおむねで結構です

が、どれくらいの投資をしたのだけれど

も、使われていないというところを押さえ

ておりましたら、お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 休止の状

況ですけれども、全体の整備基数でいきま

すと、予算参考資料とはちょっと合わない

部分がありますけれども、全体では３１５

基を整備しておりまして、そのうち３基が

廃止になっております。 

 それ以外に、現在、４基が離農あるいは

町外転出ということで休止状況になってお

りまして、全体では３０８基が賦課徴収の

対象となっております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

８号の質疑を終わります。 

 議案第１９号平成３１年度美幌町水道事

業会計予算について、歳入歳出一括して質

疑を許します。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ５１９ページ、工

事請負費、水道施設整備事業５,６９６万円

の事業内容についてお知らせ願います。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

 水道施設整備事業の内容についてです

が、４件の工事を予定しております。 

 日並浄水場フロック形成池機械設備工

事、工事費３,６９６万円は、フロキュレー

ター設備を更新する工事でありまして、電

動機、変速機、減速機、攪拌機の機器更新

と電気計装工事となります。 

 桜沢加圧ポンプ所計装設備工事、工事費

９００万円は、遠隔監視通信装置を更新す

る工事で、日並浄水場と桜沢加圧ポンプ所

間を通信するテレメーター装置の工事とな

ります。 

 瑞治流量計室計装設備工事、工事費３６

０万円は、流量計室内に設置している減圧

弁と圧力計を更新する工事となります。 

 日並浄水場天日乾燥施設整備工事、工事

費７４０万円は、天日乾燥施設の整備工事

で、ろ過槽のろ過砂、ろ過砂利の入れか

え、透水板、排水路の撤去、整備を行う工

事となります。 

 業者の選定方法につきましては、地方自

治法及び地方自治法施行令に基づき、指名

委員会での協議により、本町に格付登録の

ある業者の指名競争入札になるものと思わ

れます。 

 以上、答弁させていただきました。よろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

９号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣言 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ４時１９分 延会   
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